
Ⅱ　行政情報公開制度の実施状況（平成３０年４月～平成３１年３月）

1 行政情報公開制度の処理状況

公開 部分公開 閲覧 写しの交付 視聴

第１四半期 106 1 24 77 12 (9) 4 97

第２四半期 86 2 34 55 10 (5) 1 88

第３四半期 77 2 41 43 7 (5) 6 78

第４四半期 99 3 31 59 16 (4) 6 84

合　　計 368 8 130 234 45 (23) 17 347 0

＊ 受付総件数と決定内容との数の相違は、1件の受付で複数の公開決定がなされたものがあったため

合　　      計 6,537

予算関係 74

契約関係 12

組織人事一覧、職員採用試験問題集、コピー利用関係、施設等総合案内、その他 3,698

食品衛生文書処理簿・環境衛生文書処理簿・医療機関名簿・薬局名簿 556

公開開示等の相談・申請 473

有償刊行物の頒布 152

土壌汚染、指定作業所届 235

図書・資料の閲覧 643

区 分 受 付 取下げ
決  定  内  容 公  開  方  法

非公開（うち不存在）

 参考　情報提供の件数 (行政情報コーナー取扱い分）

取  扱  い  事  項 件　　数

中高層建築標識設置届・建築物解体工事標識設置届・都市計画図 694
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公 開 部分公開 閲 覧 写しの交付 視 聴

343 8 111 230 33 (20) 16 325 0

政 策経営部 7 1 3 5 2 (1) 8

総 務 部 32 2 4 23 6 (5) 1 26

区 民 部 9 4 11 1 1 14

文 化商工部 16 9 11 2 2 18

環 境清掃部 11 2 6 3 9

保 健福祉部 162 60 98 8 (7) 4 154

子ども家庭部 1 2 2 (1) 2

都 市整備部 105 3 23 79 12 (6) 8 94

会 計管理室

15 19 3 3 (3) 1 21

10 1 9 1

368 8 130 234 45 (23) 17 347 0

＊

＊

公　開　方　法

非公開（うち不存在）

（1）　実施機関別内訳

実施機関 受 付 取下げ
決　定　内　容

受付件数と決定内容の合計件数が異なるのは、１件の受付で複数の公開決定がなされたものがあるため

区 長

教 育 委 員 会

選挙管理委員会

監 査 委 員

合　　計

実施機関（区長）の受付合計と部別の内訳合計が異なるのは、１件の受付で複数の部にまたがる行政情報
が存在したため
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（第１四半期　４月～６月）

公 開 部分公開 閲 覧 写しの交付 視 聴

103 1 22 76 12 (9) 4 94 0

政 策経営部

総 務 部 21 1 16 6 (5) 17

区 民 部 3 5 5

文 化商工部 3 1 2 1 2 1

環 境清掃部 4 1 2 1 3

保 健福祉部 43 16 24 4 (4) 2 38

子ども家庭部

都市整備部 29 2 28 1 30

会 計管理室

3 2 1 3

106 1 24 77 12 (9) 4 97 0

（第２四半期　７月～９月）

公 開 部分公開 閲 覧 写しの交付 視 聴

81 2 23 53 9 (4) 1 75 0

政 策経営部

総 務 部 3 1 2 3

区 民 部 2 1 2 1 3

文 化商工部 1 1

環 境清掃部 3 1 2 2

保 健福祉部 39 12 26 2 (1) 38

子ども家庭部

都市整備部 33 1 7 23 5 (3) 1 29

会 計管理室

5 11 2 1 (1) 13

86 2 34 55 10 (5) 1 88 0

実施機関 受 付 取下げ
決　定　内　容 公　開　方　法

非公開（うち不存在）

区 長

区 長

教 育 委 員 会

選挙管理委員会

監 査 委 員

合　　計

実施機関 受 付 取下げ
決　定　内　容 公　開　方　法

非公開（うち不存在）

教 育 委 員 会

選挙管理委員会

監 査 委 員

合　　計
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（第３四半期　１０月～１２月）

公 開 部分公開 閲 覧 写しの交付 視 聴

71 2 36 43 6 (4) 5 74 0

政 策経営部 4 2 3 1 5

総 務 部 3 2 1 1

区 民 部 1 1 1 1 1

文 化商工部 7 6 5 11

環 境清掃部 2 1 1 2

保 健福祉部 37 17 21 1 (1) 1 37

子ども家庭部 1 2 2 (1) 2

都 市整備部 16 7 11 2 (2) 3 15

会 計管理室

6 5 1 (1) 1 4

77 2 41 43 7 (5) 6 78 0

（第４四半期　１月～３月）

公 開 部分公開 閲 覧 写しの交付 視 聴

88 3 30 58 6 (3) 6 82 0

政 策経営部 3 1 1 2 1 (1) 3

総 務 部 5 2 4 1 5

区 民 部 3 2 3 5

文 化商工部 5 2 4 6

環 境清掃部 2 1 1 2

保 健福祉部 43 15 27 1 (1) 1 41

子ども家庭部

都市整備部 27 2 7 17 4 (1) 4 20

会 計管理室

1 1 1 (1) 1

10 1 9 1

99 3 31 59 16 (4) 6 84 0

教 育 委 員 会

実施機関 取下げ
決　定　内　容 公　開　方　法

非公開（うち不存在）

区 長

受 付

選挙管理委員会

監 査 委 員

合　　計

実施機関 受 付

監 査 委 員

合　　計

決　定　内　容 公　開　方　法

非公開（うち不存在）

区 長

教 育 委 員 会

選挙管理委員会

取下げ
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(2) 公開請求内容別内訳

(第１四半期　4月～6月）

受付日 非公開部分

決定日 非公開理由

4月2日
4月10日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

4月2日
4月10日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

4月2日
4月13日

4月2日
4月10日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

4月2日
4月13日

4月2日
4月16日

4月2日
4月13日

4月2日 個人の氏名

4月4日

4月3日
4月10日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

4月3日 個人の氏名

4月5日
10

狭あい道路後退図(図面番号06-76､
11-542､17-100､09-88､09-285､91-
11)座標付

部分
公開

写し 建築課
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

9

平成30年1月1日から平成30年3月31
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 ①施設名②施設所在
地③施設電話番号④登録者氏名⑤初
回許可年月日(自動販売機､移動店
舗､臨時営業及び露店を除く)

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

8

狭あい道路後退図(図面番号09-152､
09-192) 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

6

平成30年3月1日から平成30年3月31
日までに新規に開設の届出をした施
術所一覧 ①施設屋号②施設住所③
施設連絡先④申請者名⑤届出年月日

公開 写し 生活衛生課

7

平成30年3月1日から平成30年3月31
日までに新規に確認された理容所･
美容所の一覧 ①営業所名②営業所
所在地③申請者名④確認年月日⑤申
請者住所(法人)⑥申請者電話番号
(法人)⑦代表者職氏名(法人)

公開 写し 生活衛生課

生活衛生課

5

平成30年3月1日から平成30年3月31
日までに新規に確認を受けている理
容所､美容所一覧 ①施設屋号②施設
住所③施設連絡先④申請者氏名⑤確
認年月日

公開 写し 生活衛生課

3

平成30年3月1日から平成30年3月31
日までに営業許可を取得した美容所
一覧 ①施設名称②施設所在地③電
話番号④開設者氏名⑤確認年月日⑥
開設者氏名

公開 写し 生活衛生課

4

平成30年3月1日から平成30年3月31
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿 屋
号･営業所電話番号･営業者名･初回
許可年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

2

平成30年3月1日から平成30年3月31
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿 ①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書⑦
代表者名⑧営業者住所⑨営業者電話
番号⑩初回許可年月日⑪許可満了日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

担当課

1

平成30年3月1日から平成30年3月31
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 ①屋号②営業所所在
地③営業所電話番号④申請者氏名⑤
業種⑥許可年月日⑦許可満了日等

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

№ 請  求  内  容
決定
内容

公開
方法
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

4月4日
4月16日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）
公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

4月6日
4月11日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
犯罪を招くおそれのあるため
（条例第7条第4号該当）

4月9日
4月17日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

4月9日 個人の氏名

4月11日

4月9日 個人の氏名

4月17日

4月16日
4月27日

4月17日 個人の氏名

4月19日

4月17日
4月26日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

4月17日
4月26日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

生活衛生課

19

平成30年4月1日から平成30年4月17
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 ①物件名(屋号､商号)
②営業所所在地③連絡先

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

18

平成30年3月1日から平成30年3月31
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 (固定店舗を持たない
臨時営業､自動販売機､移動販売､露
店を除く)新規･更新分 ①屋号②営
業所所在地③営業所電話番号④許可
年月日⑤業種(種目)

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

15

狭あい道路後退図(図面番号02-27)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

14

狭あい道路後退図(図面番号94-407)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

16

平成30年4月16日現在の旅館業営業
施設一覧 ①施設名称②施設所在地
③経営者名④代表者名⑤経営者住所
(法人のみ)⑥許可年月日⑦客室数⑧
種別

公開 写し 生活衛生課

17

狭あい道路後退図(図面番号96-63)
座標付 部分

公開
写し 建築課

13

平成30年3月1日から平成30年3月31
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿 ①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者氏名⑥初回許可年
月日⑦許可満了日⑧許可番号⑨許可
開始日､法人については⑩本社所在
地⑪代表者氏名⑫申請者電話番号

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

12

学校法人○○学園に関する授業停
止､事業停止申請に伴う理事会議事
録及び学則変更に伴う書類過去3年
分

部分
公開

写し

理事会議事録中の①理事者名
②個人の印影

学習・
スポーツ課

11

平成30年度豊島区人事関連事務業務
委託における､プロポーザル方式に
よる事業者選定情報一式

部分
公開

写し

①参加事業者の個人氏名②会
社独自の知識や技能に関する
記述③他自治体受託実績の有
無、受託実績のある民間法人
に関する情報④見積金額⑤法
人代表者の印影⑥請求者以外
の被選定者氏名

人事課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

4月19日
4月26日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

4月19日
5月1日

4月19日
5月1日

4月19日
5月25日

4月19日
5月25日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）

4月1日
5月2日

4月19日 個人の氏名

4月23日

4月23日
4月26日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

26

集団給食〈許可･届出〉委託の最新
の届出一覧 ①許可満了日(期限)②
屋号③業種名④登録所在地⑤登録電
話⑥申請者住所⑦代表者名⑧申請者
氏名⑨申請者電話番号

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

25

狭あい道路後退図(図面番号14-
0236)座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

学習・
スポーツ課

24

平成30年度｢公園等樹木選定請負(単
価契約)｣の入札一覧表と単価内訳書

公開 写し 公園緑地課

指定管理者案件｢雑司が谷体育館｣の
前回の募集要項｡要求水準書、及び
現在指定管理者であるコナミスポー
ツ＆ライフ･近鉄ビルサービスグ
ループの事業提案書及び直近の収支
報告書

公開 閲覧
学習・

スポーツ課

指定管理者案件｢雑司が谷体育館｣の
前回の募集要項｡要求水準書｡及び現
在指定管理者であるコナミスポーツ
＆ライフ･近鉄ビルサービスグルー
プの事業提案書及び直近の収支報告
書

部分
公開

閲覧

①個人が特定できる写真
②事業提案書、収支計画書、
自主事業収支計画書

23

21

平成29年4月1日から平成30年3月31
日までに新規に営業を確認した施設
(ただし廃業を除く｡)の理容所台帳､
美容所台帳､興業場台帳､旅館台帳､
クリーニング所台帳 ①施設名称②
施設所在地③施設電話番号④営業者
名⑤確認年月日⑥営業の種類⑦業態
(旅館台帳のみ)

公開 写し 生活衛生課

22

平成30年3月31日現在でクリーニン
グ所(一般･リネン)の営業許可を取
得している施設(取次店を除く) ①
屋号②営業所所在地③申請者氏名④
営業の種類⑤営業所電話番号⑥確認
年月日⑦確認番号

公開 写し 生活衛生課

20

平成29年4月1日から平成30年3月31
日までに新規に営業の許可を受けた
施設(飲食店営業､喫茶店営業､食肉
販売業､食肉処理業､氷雪販売業ただ
し臨時販売､移動販売､自動車による
販売､自動販売､露店販売､催事､コン
ビニエンスストア等､廃業を除く｡)
の食品営業許可台帳 ①屋号②営業
所所在地③営業所電話番号④申請者
名⑤営業の種類⑥初回許可年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

4月26日
5月9日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

5月1日 会派代表者の印影

5月15日

5月1日 不存在

5月15日

5月1日
5月10日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

5月1日
5月10日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

5月1日
5月14日

5月1日
5月14日

5月1日
5月10日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

5月7日 個人の氏名

5月8日
34

狭あい道路後退図(図面番号09-151)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

33

平成30年4月1日から平成30年4月30
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿 ①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者氏名⑥初回許可年
月日⑦許可満了日⑧許可番号⑨許可
開始日､法人については⑩本社所在
地⑪代表者氏名⑫申請者電話番号

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

31

平成30年4月1日から平成30年4月30
日までに営業許可を取得した美容所
一覧 ①施設名称②施設所在地③電
話番号④開設者氏名⑤確認年月日⑥
開設者氏名

公開 写し 生活衛生課

32

旅館業の許可を受けた者に係る情報
が記載されている一切の行政文書
①施設名称②施設所在地③営業者名
(代表者名)④営業者住所⑤種別⑥許
可年月日⑦許可番号

公開 写し 生活衛生課

生活衛生課

30

平成30年4月1日から平成30年4月30
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 ①屋号②営業所所在
地③営業所電話番号④申請者氏名⑤
業種⑥許可年月日⑦許可満了日等

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

自由民主党区議団の政務活動費につ
いて①平成26年度分の返金された内
容②○○○区議会議員の使用分1000
万円以上について議会で返金決議さ
れたことについて返金の有無

非公
開

総務課

29

平成30年4月1日から平成30年4月30
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿 ①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書⑦
代表者名⑧営業者住所⑨営業者電話
番号⑩初回許可年月日⑪許可満了日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

自由民主党区議団の政務活動費につ
いて､平成24､25､27､28年の各年度分
の返金された内容 部分

公開
写し 総務課

公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

27

平成30年1月1日から30年3月31日ま
での間の住居表示(住居番号)の付定
状況がわかる資料 1.豊島区住居表
示に関する条例3条1項の届出の処理
状況を一覧表にした書類(新築届出
書の受付簿,住居表示付定通知一覧
等のいずれか｡)｡ただし, 平成30年1
月1日から30年3月31日までの間に住
居表示(住居番号)の付定があった物
件にかかるもの｡ 2.平成30年1月1日
から30年3月31日までの間に住居表
示(住居番号)の付定があった物件箇
所を含む住居表示台帳(街区図)

部分
公開

写し

①建物その他の工作物新築
届、添付書類②住居表示台帳
の居住者名、方書、所有者名
③受付整理簿の個人氏名、送
付先

総合窓口課

28

8



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

5月7日 個人の氏名

5月7日

5月7日
5月21日

法令等の規定または実施機関
が法律上従う義務を有する機
関の要求または指示のため
（条例第7条第1号該当）
特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）
公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

5月7日
5月25日

法令等の規定または実施機関
が法律上従う義務を有する機
関の要求または指示のため
（条例第7条第1号該当）
特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）
公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

5月9日
5月22日

5月14日
5月22日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

生活衛生課

37

平成30年4月1日から平成30年4月30
日までに収受した新規開設の理容
所､美容所一覧(廃業を除く) ①施設
名称②施設所在地③施設電話番号④
開設者名⑤確認年月日⑥確認番号
(申請者が法人の場合は代表者氏名､
開設者住所､開設者電話番号)

公開 写し 生活衛生課

38

平成30年1月1日から平成30年4月30
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿(飲
食店営業､喫茶店営業に限る) ①営
業所所在地②屋号③営業所電話番号
④営業者氏名⑤営業者住所⑥営業者
住所⑦業種⑧初回許可年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

部分
公開

写し

①事故報告書の事業者の個人
氏名②業務処理基準書の事業
者の個人氏名、本人確認質問
部分、関係確認質問部分、住
民基本台帳法第３０条の２６
該当部分、個人氏名、法人の
業務手引き、住民記録業務の
審査基準

総合窓口課

35

狭あい道路後退図(図面番号90-853)

部分
公開

写し 建築課
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

36
1.総合窓口課の業務委託にかかわる
要務処理基準書 2.2017年12月以降
本日までの総合窓口課の業務委託に
関する事故報告書

部分
公開

写し

①事故報告書の事業者の個人
氏名②業務処理基準書の事業
者の個人氏名、本人確認質問
部分、関係確認質問部分、住
民基本台帳法第３０条の２６
該当部分、個人氏名、法人の
業務手引き、住民記録業務の
審査基準

総合窓口課

1.総合窓口課の業務委託にかかわる
要務処理基準書
2.2017年12月以降本日までの総合窓
口課の業務委託に関する事故報告書
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

5月15日 個人の氏名

5月24日

5月15日
5月28日

5月15日
5月28日

5月16日 個人の氏名

5月18日

5月18日
5月28日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

5月18日 毒物劇物一般販売業の情報

5月30日

5月18日 個人の氏名

5月22日

5月21日

5月21日
6月1日

5月21日

6月1日
特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）
公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

豊島区安全安心まちづくりパトロー
ル業務のプロポーザル方式に係る1.
企画提案書 2.受注態勢文書､見積書
等

部分
公開

写し

①個人に関する情報②事業関
係情報等③法人代表者の印影

防災
危機管理課

46

各大型建築事務所が毎年度提出して
いる｢再利用計画書｣①事業主②収集
運搬業者③排出量

取下
げ

豊島
清掃事務所

豊島区安全安心まちづくりパトロー
ル業務のプロポーザル方式に係る1.
企画提案書 2.事業者を選定するた
めの評価項目･配点 3.評価結果 4.
選定委員会委員名簿及び議事内容の
記録

公開 写し
防災

危機管理課

47

45

狭あい道路後退図(図面番号88-673)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

44

平成30年5月18日現在の一覧1､病院
2.診療所 3.歯科診療所 4.薬局 5.
薬局製造販売医薬品の製造販売業6.
毒物劇物一般販売業7.店舗販売業8.
麻薬小売業者9.高度管理医療機器等
販売業貸与業者
①施設名称②所在地③開設者④電話
番号 4から9の業者については⑤許
可番号⑥有効期間開始日⑦有効期間
終了日

部分
公開

写し 生活衛生課

公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

43

平成30年5月1日から平成30年5月18
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 ①物件名(屋号､商号)
②営業所所在地③連絡先

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

42

狭あい道路後退図(図面番号88-487､
15-522)座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

40

営業許可台帳 業種:その他 屋号:ヘ
アーショップ○○○ 営業者:○○○
①営業者名②営業所電話番号③営業
者電話番号④施設所在地⑤許可日

公開 閲覧 生活衛生課

41

営業許可台帳 業種:理容所 営業者:
○○○
①営業者名②営業者電話番号③施設
所在地④許可日

公開 閲覧 生活衛生課

39

狭あい道路後退図(図面番号89-615､
13-296) 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

5月21日 個人の氏名

5月23日

5月21日
5月28日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

5月22日
5月24日

5月22日
6月6日

を障害者本人家族等にどのように説
明し理解を得る方法14.障害者を長
期間拘束する場合、どのようにその
様態や当事者の心身の状況並びにや
むを得ない拘束についての理由等必
要な事項をどの様に記録保存してい
るかについての基準

5月22日 不存在

6月6日

1.豊島区における保護とは世間から
隔離するすることで､もう親とも会
えないことを本人障害者にどう納得
させるか分かる手順及び意志確認方
法

非公
開

障害福祉課

50

Ⅰ.環境確保条例に基づく｢工場指定
作業場｣の名簿 2.下水道法に基づく
｢特定施設｣の名簿 公開 写し 環境保全課

1.障害者の保護を行なった時の訪問
調査や保護の事実と法的根拠･趣旨･
担当部署の連絡先等を明記した文書
2.障害者に危険が生じるおそれがあ
り保護するしかないと緊急性の判断
をされた根拠とした書類 3.緊急性
の判断され障害者を保護されてから
障害者を長期間 世間から隔離し続
ける法的根拠を示す書類 4.緊急に
障害者を保護したとき､ほかに取る
べき手段がなかったと示す書類 5.
保護するとき障害者に危険がひき続
き存在したことを示す書類 6.障害
者を保護するとき障害者に生ずる害
（世間と隔離され誰とも会えなくな
る）が保護しないで治療を続けるよ
り障害者の為になると判断した材料
7.障害者が治療していた開放病棟で
は障害者を危険から守れないとした
根拠がわかる資料　8.緊急に保護し
た時のやむを得ない事由、危険性を
どう規定になっているか分かる文書
9.口頭での行政処分保護されるにあ
たり知的障害者本人への理解させ了
解を得る方法、何をもって了解した
としているか　10.豊島区における
保護とは世間から隔離するすること
で、もう親とも会えないことを本人
障害者にどう納得させる分の手順及
び意志確認方法　11.障害者の治療
方針において本人の意向、家族の意
向をどのように扱うかの指針　12.
障害者を治療の為として長期間拘束
する必要性の判断基準　13.障害者
を長期拘束し続けるため十分な説明

公開 写し 障害福祉課

51

49

平成30年4月1日から平成30年4月30
日までの営業の許可を受けた飲食店
施設の申請処理簿(自動販売機､移動
販売､臨時営業及び露店を除く) ①
屋号②営業所所在地③営業所電話番
号④営業者氏名⑤許可年月日⑥業種

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

48

狭あい道路後退図(図面番号01-297､
05-315)座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

5月22日
6月5日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
犯罪を招くおそれのあるため
（条例第7条第4号該当）

5月23日
6月1日

5月23日 個人の氏名

5月24日

5月23日 個人の氏名

5月25日

5月25日 個人の氏名

5月29日

5月28日
6月7日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

5月28日

6月5日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
犯罪を招くおそれのあるため
（条例第7条第4号該当）

5月28日 法人の印影

5月30日

5月29日 個人の氏名

5月31日

6月1日
6月12日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

60

平成30年5月1日から平成30年5月31
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 ①屋号②営業所所在
地③営業所電話番号④申請者氏名⑤
業種⑥許可年月日⑦許可満了日等

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

59

狭あい道路後退図(図面番号92-195､
13-105)座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

58

○○○池袋支店(豊島区南池袋一丁
目)に係る特定施設設置届出書 ①様
式第1 ②用紙1 部分

公開
写し 環境保全課

公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

住居表示:豊島区雑司が谷2-13-2(登
記地番:豊島区雑司が谷2丁目451番)
の道路法上の道路および建築基準法
上の道路上に伸びる樹木枝葉伐採の
要請に関わる､平成25年以降のすべ
ての対応記録(平成30年5月24日頃に
豊島区監察美化グループ職員が撮影
した樹木枝葉の道路上への越境状態
の記録写真を含む

部分
公開

写し

①個人に関する氏名、住所、
電話番号、印影　②法人代表
者の印影

建築課

住居表示:豊島区雑司が谷2-13-2(登
記地番:豊島区雑司が谷2丁目451番)
の道路法上の道路および建築基準法
上の道路上に伸びる樹木枝葉伐採の
要請に関わる､平成25年以降のすべ
ての対応記録(平成30年5月24日頃に
豊島区監察美化グループ職員が撮影
した樹木枝葉の道路上への越境状態
の記録写真を含む

部分
公開

写し

個人に関する氏名、住所、連
絡先

土木管理課

56

狭あい道路後退図(図面番号89-574)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

57

55

狭あい道路後退図(図面番号96-268)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

54

狭あい道路後退図(図面番号94-434､
00-86)座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

建築課

53

1000㎡以上の建物についての直近の
再利用計画書 ①名称②住所③延床
面積④管理会社名 公開 写し

豊島
清掃事務所

52

平成30年4月20日付け第一回豊島区
建築審査会及び平成30年5月18日付
け第二回豊島区建築審査会に係る書
類 1.審査請求書の写し 2.審査請求
書に対する〇○○ならびに豊島区長
の弁明書の写し 3.審査会の議事録

部分
公開

写し

①個人に関する氏名、住所
②法人代表者の印影

12



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

6月1日
6月14日

6月1日
6月12日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

6月1日
6月6日

審議等に関する情報であっ
て、審議等の結果に基づいて
行わる事務の執行に著しい支
障を及ぼすもの（条例第7条
第5号該当）

6月1日 個人の氏名および電話番号

6月15日

6月4日 個人の印影

6月6日

6月4日
6月12日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

6月4日
6月12日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

6月4日
6月18日

6月5日
6月18日

68

平成30年度区立小中学校児童尿検査
委託
1.入札書類①業者名②一次検査･二
次検査の各単価 2.仕様書

公開 写し 学務課

69

平成30年5月1日から平成30年5月31
日までに収受した新規開設の理容
所､美容所一覧(廃業を除く) ①施設
名称②施設所在地③施設電話番号④
開設者名⑤確認年月日⑥確認番号
(申請者が法人の場合は代表者氏名､
開設者住所､開設者電話番号)

公開 写し 生活衛生課

67

平成30年5月1日から平成30年5月31
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿 ①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者氏名⑥初回許可年
月日⑦許可満了日⑧許可番号⑨許可
開始日､法人については⑩本社所在
地⑪代表者氏名⑫申請者電話番号

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

66

平成30年4月1日から平成30年5月31
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 ①施設名②施設所在
地③施設電話番号④登録者氏名⑤初
回許可年月日(自動販売機､移動店
舗､臨時営業及び露店を除く)

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

65

豊島区西巣鴨2-6-12(建物名：○○
○)の小荷物用昇降機の定期検査報
告書豊都建収昇第4820号

部分
公開

写し 建築課
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

64

公園占用にかかわる内部規定
公園の使用に関するルールがわかる
もの

部分
公開

写し 公園緑地課
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

生活衛生課

63

学校法人○○学園の学校廃止届に関
する書類一式 1.認可申請書2.変更
概要3.要項4.理事会･評議員会議事
録5.設置者印鑑証明6.その他一式 非

公開

当該書類はすべて受付後、今
後書類審査を受けることとな
るため

学習・
スポーツ課

61

平成30年5月1日から平成30年5月31
日までに営業許可を取得した美容所
一覧 ①施設名称②施設所在地③電
話番号④開設者氏名⑤確認年月日⑥
開設者氏名

公開 写し 生活衛生課

62

平成30年5月1日から平成30年5月31
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿 ①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書⑦
代表者名⑧営業者住所⑨営業者電話
番号⑩初回許可年月日⑪許可満了日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

13



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

6月6日
6月20日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）

6月7日
6月20日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

6月8日
6月22日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
犯罪を招くおそれのあるため
（条例第7条第4号該当）

6月8日 発言内容

6月22日

6月8日 個人の氏名

6月12日

6月11日
6月18日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

6月12日
6月19日

6月14日
6月26日

6月15日
6月29日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
犯罪を招くおそれのあるため
（条例第7条第4号該当）

6月19日
7月2日

6月19日
7月2日

78

平成30年6月6日付区民相談課に対す
る依頼(相談)事項についての回答書
または処理書

非
公開

総務課

79

平成30年6月7日付区民相談課に対す
る依頼(相談)事項についての回答書
または処理書

非
公開

総務課

77

1.平成30年6月15日付の第三回豊島
区建築審査会における29豊建審請第
1号にかかわる全ての書類の写し
2.29豊建審請第1号審査請求事件に
対する豊島区建築審査会の終結文の
写し

部分
公開

写し

①個人の氏名、住所等
②平面図（間取り）

建築課

75

平成29年1月1日から平成29年12月31
日までに規届け出､および廃止届け
出のあった歯科技工所の名簿一覧 公開 写し 生活衛生課

76

平成30年度中学校用教科用図書に関
する議事録および調査委員会名簿
(保健体育) 公開 写し 指導課

72

74

平成30年6月1日から平成30年6月11
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 ①物件名(屋号､商号)
②営業所所在地③連絡先

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

73

狭あい道路後退図(図面番号05-461､
05-462､05-463､99-201､93-176)座標
付

部分
公開

写し 建築課
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

1.平成30年度第1回豊島区建築審査
会における発言内容
2.平成30年度第2回豊島区建築審査
会における発言内容

非
公開

建築課

区又は国等の事務又は事業に
関する情報で公にすることに
より事務の適正な執行に支障
を及ぼす情報であるため
（条例第7条第6号該当）

1.平成30年度第1回豊島区建築審査
会における議事録およびすべての資
料
2.平成30年度第2回豊島区建築審査
会における議事録およびすべての資
料

部分
公開

写し

①個人の氏名、住所等
②法人代表者の印影

建築課

71

平成28年1月1日から平成30年5月31
日の間に豊島区が○○○弁護士を訴
訟代理人とする訴訟委任状に公印
(豊島区長印)を使用した履歴書(記
録書)及び起案書(全部)

部分
公開

写し

個人の氏名、住所ならびに事
件番号

総務課

70

平成28年1月1日から平成30年5月31
日の間に豊島区と○○○弁護士との
間で交わされた訴訟委任契約書又は
それに類するもの 部分

公開
写し

①個人の氏名、住所ならびに
事件番号
②契約金額

契約課・
総務課こ
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

6月19日
7月2日

6月19日
7月2日

6月1日
6月15日

6月19日
7月2日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）

6月19日
6月29日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

6月20日
6月29日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

6月20日 事業者の個人名、役職、印影

6月21日

6月20日 事業者の個人名、役職、印影

7月2日

6月21日
7月5日

公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）
特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）

6月21日
6月29日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

88

ミャンマー料理店｢○○○｣(店主名:
○○○) 営業許可台帳 ①経営者の
所在地②連絡先電話番号 部分

公開
写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

87

学校用務業務プロポーザルにおける
選定事業者の企画提案書（最新のも
の､選定された事業者すべて）

部分
公開

写し

①受託事業者の印影
②個人の氏名・個人が特定さ
れる写真画像
③提案内容の一部

庶務課

総合窓口課が保有する文書｢個人情
報の不適切な取扱いについてご報
告｣及び｢個人情報の不適切な取扱い
についてご報告(追記)｣

部分
公開

写し 総合窓口課
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

総合窓口課が保有する文書｢個人情
報の不適切な取扱いについてご報
告｣

部分
公開

写し 総合窓口課
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

85

集団給食の営業許可施設一覧(直近
のもの) ①屋号②住所③営業者名④
営業所電話番号⑤初回許可日 部分

公開
写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

86

総務課

84

食品営業許可台帳のうち､申請日現
在､営業の許可を受けている施設(た
だし､臨時販売､移動販売､自動車営
業､自動販売機､露店､催事､許可ある
集団給食及び廃業を除く｡)①.屋号
②営業所所在地③営業所電話番号④
業種

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

82

○○○弁護士への訴訟委任状の署名
が職員△△△本人であるか否かの回
答を拒否するよう指示した命令書又
はそれに類するもの

非
公開

福祉総務課

83

平成30年6月6日付及び6月7日付依頼
(相談)事項について法規グループ職
員が○○○弁護士に委任しているた
め回答は出来ないと回答した委任に
ついての委任契約書及びその起案
書｡

部分
公開

写し

①個人に関する氏名及び住所
②予定金額及び契約金額

80

平成26年1月1日から平成30年5月31
日の間に豊島区民社会福祉協議会と
○○○弁護士との間に交わされた委
任契約書またはそれに類するもの

非
公開

福祉総務課

81

豊島区職員○○○が平成26年2月17
日付調査嘱託に対する回答書及び添
付書類｡○○○が豊島区民社会福祉
協議会在職中に作成されたもの

非
公開

福祉総務課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

6月22日
7月6日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）
公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

6月22日
7月6日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）
公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

6月22日
7月6日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）
公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

6月22日
7月6日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）

6月22日
7月6日

法人等の他正当な利益を害す
ると認められる情報であるた
め
（条例第7条第3号該当）
公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

6月22日 不存在

7月6日
94

平成29年1月27日付委任契約書(受任
者:○○○弁護士)第3条に基づく協
議書

非
公開

総務課

93

1.平成29年4月21日付委任契約書(29
契約第775号)に関する起案書
2.平成30年4月1日付委任契約書(30
契約第454号)に関する起案書

部分
公開

写し

①個人の氏名　②予定金額お
よび契約金額

総務課

92

平成29年1月27日付委任契約書(受任
弁護士○○○の全1件)に関する起案
書

部分
公開

写し

①個人に関する氏名、住所お
よび事件番号　②契約金額

総務課

91

平成28年10月5日付委任契約書(受任
弁護士○○○の全1件)に関する起案
書

部分
公開

写し

①個人に関する氏名、住所お
よび事件番号　②予定金額お
よび契約金額　③個人の印影

総務課

90

平成28年9月23日付委任契約書(受任
弁護士○○○の全2件)に関する起案
書

部分
公開

写し

①個人に関する氏名、住所お
よび事件番号　②予定金額お
よび契約金額　③個人の印影

総務課

89

平成28年9月16日付委任契約書(受任
弁護士○○○の全3件)に関する起案
書

部分
公開

写し

①個人に関する氏名、住所お
よび事件番号　②予定金額お
よび契約金額　③個人の印影

総務課

16



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

6月22日
7月6日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）
公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

6月22日 請求金額

7月6日

6月22日
7月6日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

6月22日 書類一式

7月6日

6月25日 個人に関する氏名、住所等

6月29日

6月25日 個人の氏名

6月28日

6月26日 個人の氏名

6月27日

6月26日 個人の氏名

6月27日

6月26日 不存在

7月6日
103

平成26年1月1日から平成30年5月31
日の間に豊島区民社会福祉協議会が
○○○弁護士に報酬等および強制執
行の供託金を支払うための支出決定
兼命令書またはそれに類するもの

非
公開

総務課

102

狭あい道路後退図(図面番号88-323)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

101

狭あい道路後退図(図面番号95-283)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

100

狭あい道路後退図(図面番号95-622)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

99

平成30年6月15日付けの第3回豊島区
建築審査会における｢29豊建審請第1
号審査請求事件｣に対する決議書の
写し

部分
公開

写し 建築課
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

98

平成28年1月1日から平成30年5月31
日の間の豊島区と本請求請求者との
訴訟関係書類一式

非
公開

総務課

個人名を特定して行政情報公
開請求が行われたことにより
行政情報の存否を応えるだけ
で豊島区行政情報公開条例第
7条第2号の個人情報を公開す
ることとなるため、同条例第
10条の規定により当該行政情
報の存否を明らかにしない

97

平成28年1月1日から同年12月31日の
間に豊島区が○○○弁護士を訴訟代
理人とする公印を使用した起案書 部分

公開
写し

①個人に関する氏名および住
所ならびに事件番号

総務課

総務課

96

29年契約775号および30年契約第454
号委任契約書のそれぞれ第4条に基
づく○○○弁護士からの委任報酬の
請求書 部分

公開
写し 総務課

法人等に関する情報であっ
て、公にすることにより、法
人の権利、競争上の地位その
他正当な利益を害すると認め
られる情報であるため
（条例第7条第3号該当）

95

平成28年9月日16日付委任契約書(受
任者○○○弁護士)､および同年9月
23日付ならびに同年10月5日付委任
契約書に基づく○○○弁護士からの
委任事務報酬の請求書

部分
公開

写し

①個人の氏名　②請求金額
③口座番号

17



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

6月26日
7月6日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）
公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

6月27日 個人の氏名

7月2日

6月28日
7月5日

106

『工事8号 駒込小学校校庭改修工
事』に関する金額入り積算内訳書
(図面･仕様書は除く) 公開 写し 道路整備課

総務課

105

区境界図 東京都豊島区池袋本町3丁
目2002番3先及び池袋本町4丁目2096
番

部分
公開

写し 総務課
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

104

平成28年1月1日から平成30年5月31
日の間に○○○弁護士に報酬等を支
払うための支出決定兼命令書または
それに類するもの

部分
公開

写し

①個人に関する事件番号②支
出金額③口座番号

18



(第２四半期　7月～9月）

受付日 非公開部分

決定日 非公開理由

7月2日

7月9日

法人等に関する情報であっ
て、公にすることにより、法
人の権利、競争上の地位その
他正当な利益を害すると認め
られる情報であるため
（条例第7条第3号該当）

7月2日
7月11日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

7月2日
7月12日

7月2日
7月11日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

7月2日
7月11日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

7月2日
7月11日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

7月3日
7月11日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

7月3日
7月17日

114

平成30年6月1日から平成30年6月30
日までに収受した新規開設の理容
所､美容所一覧(廃業を除く) ①施設
名称②施設所在地③施設電話番号④
開設者名⑤確認年月日⑥確認番号
(申請者が法人の場合は代表者氏名､
開設者住所､開設者電話番号)

公開 写し 生活衛生課

113

平成30年6月1日から平成30年6月30
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿 ①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者氏名⑥初回許可年
月日⑦許可満了日⑧許可番号⑨許可
開始日､法人については⑩本社所在
地⑪代表者氏名⑫申請者電話番号

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

112

飲食店営業および食料品等販売業の
過去5年間に営業許可を受けた店舗
の一覧(コンビニ､移動販売､臨時営
業及び露店を除く) ①屋号②営業所
所在地③営業所電話番号④業種⑤営
業者氏名

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

生活衛生課

111

平成30年6月1日から平成30年6月30
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 ①施設名②施設所在
地③施設電話番号④登録者氏名⑤初
回許可年月日(自動販売機､移動店
舗､臨時営業及び露店を除く)

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

109

平成30年6月1日から平成30年6月30
日までに営業許可を取得した美容所
一覧 ①施設名称②施設所在地③電
話番号④開設者氏名⑤確認年月日⑥
開設者氏名

公開 写し 生活衛生課

110

平成30年6月1日から平成30年6月30
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿 ①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書⑦
代表者名⑧営業者住所⑨営業者電話
番号⑩初回許可年月日⑪許可満了日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

担当課№ 請  求  内  容
決定
内容

公開
方法

道路整備課

108

平成30年6月1日から平成30年6月30
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 ①屋号②営業所所在
地③営業所電話番号④申請者氏名⑤
業種⑥許可年月日⑦許可満了日等

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

107

東京都豊島区総務部契約管財課入札
2018年3月28日入札 契約番号2018-
00330『工事8号駒込小学校校庭改修
工事』の1.工事総括書 2.工事費総
括書3.種別内訳書4.代価明細書(S代
価明細書含む)5.機械器具調書6.材
料品調書7.諸経費計算書8.見積比較
表

部分
公開

写し

見積比較表における見積単価
を特定する会社名及びその電
話番号

19



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

7月3日
7月11日

7月5日 個人の氏名

7月18日

7月9日
7月20日

7月9日 個人の氏名

7月18日

7月9日
7月23日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）
公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

7月9日

7月10日
7月18日

公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

7月11日 不存在

7月24日

7月11日
7月19日

7月12日 個人の氏名

7月18日 特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

123

環境確保条例に基づく工場･指定作
業場名簿

公開 写し 環境保全課

124

狭あい道路後退図(図面番号88-624､
92-1002)座標付 部分

公開
写し 建築課

122

あん摩マッサージ指圧師､はり師､
きゅう師等に関する法律第9条の2第
1項基づく施術所開設届(住所:豊島
区東池袋一丁目､施設名称:○○○)

非
公開

生活衛生課

121

平成30年7月1日から平成30年7月10
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 ①物件名(屋号､商号)
②営業所所在地③連絡先

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

総務課

120

｢都市計画法｣および｢土地区画整理
法｣に基づき豊島区が認可した『土
地区画整理事業』(特定土地区画整
理事業､ミニ区画整理事業も含む)で
平成27年12月1日から平成30年4月30
日までに換地処分がなされた事業に
ついての土地区画整理法施行規則第
5条､第12条などで法定されている
1.施行地区位置図 2.施行地区区域
図 3.換地図その１ 4.換地図その２
5.新旧(旧新)対照表

取下
げ

都市計画課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

119

平成28年1月1日から平成30年6月30
日までの間に○○○弁護士に支払う
ための支出命令書の起案書またはそ
れに類するもの

部分
公開

写し

①個人に関する事件番号②支
出金額③口座番号

117

美容所 名称:○○○ 所在地:豊島区
東池袋一丁目 に係る事項 ①施設名
称②施設所在地③開設者名 公開 写し 生活衛生課

118

狭あい道路後退図(図面番号93-424)
座標付 部分

公開
写し 建築課

116

｢街路灯改修工事(その4)｣の施工体
系図､下請負者一覧表 部分

公開
閲覧 公園緑地課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

115

平成29年1月1日から平成29年12月31
日までに新規届出および廃止届出の
あった歯科技工所の一覧 ①施設名
称②所在地③郵便番号､電話番号､開
設者名､解説年月日および廃止年月
日

公開 写し 生活衛生課

20



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

7月13日
7月25日

法人等の他正当な利益を害す
ると認められる情報であるた
め
（条例第7条第3号該当）
公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

7月13日 個人の氏名

7月18日

7月13日
7月24日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

7月17日
7月24日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

7月18日 個人の氏名

7月18日

7月19日 私立専修学校生徒数

7月26日

7月20日

7月23日 個人の氏名

7月24日

7月23日 個人に関する氏名、印影

7月30日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

133

食品衛生営業許可台帳(所在地:豊島
区北大塚二丁目､屋号:○○○､営業
者名:○○○)

部分
公開

写し 生活衛生課
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

131

事業用大規模建築物における再利用
計画書 取下

げ
豊島

清掃事務所

132

狭あい道路後退図(図面番号03-158)
座標付 部分

公開
写し 建築課

130

2018年7月時点で最新の学校別､学科
別､学年別､男女別の私立専修学校生
徒数

非
公開

学習・
スポーツ課

法人等に関する情報であっ
て、公にすることにより、法
人の権利、競争上の地位その
他正当な利益を害すると認め
られる情報であるため
（条例第7条第3号該当）

129

狭あい道路後退図(図面番号90-597)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

128

平成30年5月1日から平成30年6月30
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿(飲
食店営業､喫茶店営業に限る) ①営
業所所在地②屋号③営業所電話番号
④営業者氏名⑤営業者住所⑥営業者
住所⑦業種⑧初回許可年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

127

平成30年1月1日から平成30年7月12
日までの食品衛生法に基づく許可の
あった全業種の営業許可申請処理簿
(臨時､移動､自動車､自動販売および
廃止の施設を除く) ①営業の種類②
屋号③営業所所在地④営業所電話番
号⑤営業者氏名⑥営業者住所⑨営業
者電話番号⑩許可年月日⑪許可満了
日⑫許可番号⑬申請年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

土木管理課

126

狭あい道路後退図(図面番号93-138)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

125

前回公募で選定された運営会社の豊
島区立目白地域自転車等駐車場の指
定管理者提案書

部分
公開

写し

指定管理者指定申請書のう
ち、①事業計画書、収支計画
書、自主事業収支計算書、人
員配置・雇用条件等計画（実
績）、　区内の高齢者配置・
就業計画（内訳）②代表取締
役印

21



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

7月23日
8月3日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

7月24日 個人の氏名

7月24日

7月25日
8月2日

7月25日 不存在

8月2日

7月26日
9月11日

法人等に関する情報であっ
て、公にすることにより、法
人の権利、競争上の地位その
他正当な利益を害すると認め
られる情報であるため
（条例第7条第3号該当）

7月26日
8月6日

7月26日 参加企業の名称

8月6日

7月26日 企画提案内容

8月6日

8月1日
8月13日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

139

平成30年7月1日から平成30年7月31
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿(廃業したものを除く)
①屋号②営業所所在地③営業所電話
番号④申請者氏名⑤業種⑥許可年月
日⑦許可満了日等

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

区又は国等の事務又は事業に
関する情報で公にすることに
より事務の適正な執行に支障
を及ぼす情報であるため
（条例第7条第6号該当）

平成27年11月に実施された｢豊島区
納付案内センター業務運営委託｣に
かかるプロポーザルについて契約者
の提案書(企画提案書･受注体制文
書･見積書等)

非
公開

収納推進
担当課長

法人等に関する情報であっ
て、公にすることにより、法
人の権利、競争上の地位その
他正当な利益を害すると認め
られる情報であるため
（条例第7条第3号該当）

138

平成27年11月に実施された｢豊島区
納付案内センター業務運営委託｣に
かかるプロポーザルについて採点表
および評価項目の配点

公開 写し
収納推進
担当課長

平成27年11月に実施された｢豊島区
納付案内センター業務運営委託｣に
かかるプロポーザルについて提案事
業者名

部分
公開

写し
収納推進
担当課長

137

平成30年に実施した｢畜犬登録管理
システム講座プロポーザル｣の受託
業者の見積書

部分
公開

写し

見積書における構築経費の合
計（税込）欄の金額以外の金
額

生活衛生課

136

駒込東公園の平面図

公開 写し 公園緑地課

136

駒込東公園の断面図

非
公開

公園緑地課

135

狭あい道路後退図(図面番号95-158)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

134

平成30年4月1日から30年6月30日ま
での間の住居表示(住居番号)の付定
状況がわかる資料 1.豊島区住居表
示に関する条例3条1項の届出の処理
状況を一覧表にした書類(新築届出
書の受付簿,住居表示付定通知一覧
等のいずれか｡)｡ただし, 平成30年4
月1日から30年6月30日までの間に住
居表示(住居番号)の付定があった物
件にかかるもの｡ 2.平成30年4月1日
から30年6月30日までの間に住居表
示(住居番号)の付定があった物件箇
所を含む住居表示台帳(街区図)

部分
公開

写し

①建物その他の工作物新築
届、添付書類②住居表示台帳
の居住者名、方書、付定日、
所有者名③受付整理簿の個人
氏名、送付先

総合窓口課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

8月1日
8月14日

8月1日
8月13日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

8月1日
8月13日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

8月1日
8月13日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

8月2日
8月13日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

8月2日
8月14日

8月6日
8月17日

8月8日
8月22日

8月8日
8月17日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

生活衛生課

147

旅館業の届出があるホテル､簡易宿
泊所の一覧 ①名称②所在地③電話
番号④代表者名または代表法人名 公開 写し 生活衛生課

148

平成30年7月31日現在の東池袋地区
の飲食店営業許可施設一覧(スナッ
ク､バー､移動飲食､風俗関係は除く) 部分

公開
写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

145

平成30年7月1日から平成30年7月31
日までに収受した新規開設の理容
所､美容所一覧(廃業を除く) ①施設
名称②施設所在地③施設電話番号④
開設者名⑤確認年月日⑥確認番号
(申請者が法人の場合は代表者氏名､
開設者住所､開設者電話番号)

公開 写し 生活衛生課

146

1.平成30年8月6日時点の旅館業営業
許可施設一覧 ①施設名称②施設所
在地③経営者名④許可年月日
2.平成19年度から平成29年度までの
旅館業営業許可施設の廃止施設一覧
①施設名称②施設所在地③廃止届出
日

公開 写し 生活衛生課

144

平成30年7月1日から平成30年7月31
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿 ①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者氏名⑥初回許可年
月日⑦許可満了日⑧許可番号⑨許可
開始日､法人については⑩本社所在
地⑪代表者氏名⑫申請者電話番号

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

143

平成30年8月1日現在の営業許可施設
一覧(喫茶店営業､乳類販売業､飲食
店営業､食料品等販売業について､自
動販売機と廃業した施設は除く) ①
許可番号②業種③屋号④営業所所在
地⑤営業所電話番号⑥営業者名⑦初
回許可年月日⑧許可満了年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

生活衛生課

142

平成30年7月1日から平成30年7月31
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 ①施設名②施設所在
地③施設電話番号④登録者氏名⑤初
回許可年月日(自動販売機､移動店
舗､臨時営業及び露店を除く)

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

140

平成30年7月1日から平成30年7月31
日までに営業許可を取得した美容所
一覧(廃業したものを除く) ①施設
名称②施設所在地③電話番号④開設
者氏名⑤確認年月日⑥開設者氏名

公開 写し 生活衛生課

141

平成30年7月1日から平成30年7月31
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿 ①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書⑦
代表者名⑧営業者住所⑨営業者電話
番号⑩初回許可年月日⑪許可満了日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

8月8日 主任以下の職層の職員

8月20日

8月9日
8月17日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

8月10日
8月14日

8月14日 個人の氏名

8月22日

8月20日
8月29日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）

8月20日
8月22日

8月20日 積算内訳書一式

9月3日

8月21日
8月21日

8月22日 個人の氏名

8月24日

8月22日
8月24日

8月23日
8月24日

8月23日 個人の氏名

8月28日 特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

159

平成28年に作成された南池袋二丁目
95-2外の道路境界(再標示)図面

公開 写し 土木管理課

160

狭あい道路後退図(図面番号02-335)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

158

駒込東公園の平面図

公開 写し 公園緑地課

156

雑司が谷一丁目､雑司が谷二丁目お
よび雑司が谷三丁目地域の過去の道
路台帳全て 公開 写し 土木管理課

157

狭あい道路後退図(図面番号11-493)
座標付 部分

公開
写し 建築課

155

豊島区立中池袋公園改修整備工事
(工事第9号)積算内訳書一式

非
公開

公園緑地課

区又は国等の事務又は事業に
関する情報で公にすることに
より事務の適正な執行に支障
を及ぼす情報であるため
（条例第7条第6号該当）

生活衛生課

154

環境確保条例に基づく｢工場･指定作
業場｣名簿

公開 写し 環境保全課

153

○○○池袋本店(豊島区南池袋)の営
業許可申請書､営業許可の大要･配置
図､事前相談段階のﾒﾓを含むすべて
の文書 部分

公開
写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

150

平成30年8月1日から平成30年8月9日
までの食品衛生法に基づく営業許可
申請処理簿 ①物件名(屋号､商号)②
営業所所在地③連絡先

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

149

職員名簿(全職員対象)

部分
公開

写し 人事課
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

151

現時点で開設されている歯科技工所
の名簿一覧 ①施設名称②施設所在
地③施設郵便番号④施設電話番号⑤
開設者名⑥開設年月日

公開 写し 生活衛生課

152

狭あい道路後退図(図面番号93-19)
座標付 部分

公開
写し 建築課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

8月27日
9月5日

8月27日 図面全体

9月5日

8月27日 個人の氏名

8月30日

8月27日
9月10日

8月27日 個人の氏名

9月5日

8月29日 個人の氏名

9月1日

8月30日
8月30日

8月30日
8月30日

8月30日 印影および管理者の電話番号

9月5日

9月3日
9月13日

9月3日
9月12日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

9月3日
9月12日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

生活衛生課

170

平成30年8月1日から平成30年8月31
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 ①施設名②施設所在
地③施設電話番号④登録者氏名⑤初
回許可年月日(自動販売機､移動店
舗､臨時営業及び露店を除く)

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

168

平成30年8月1日から平成30年8月31
日までに営業許可を取得した美容所
一覧 ①施設名称②施設所在地③電
話番号④開設者氏名⑤確認年月日⑥
開設者氏名

公開 写し 生活衛生課

169

平成30年8月1日から平成30年8月31
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 ①屋号②営業所所在
地③営業所電話番号④申請者氏名⑤
業種⑥許可年月日⑦許可満了日等

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

167

駒込○○ビル(所在地:豊島区駒込二
丁目)の昇降機に関する定期検査報
告書(最新)

部分
公開

写し 建築課
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

｢池袋大橋アプローチ部耐震補強工
事(第一回変更契約分)｣について
1.工事費総括表 2.工事総括書 3.種
別内訳書 4.諸経費計算書

公開 写し 道路整備課

｢池袋大橋アプローチ部耐震補強工
事(第一回変更契約分)｣について
代価明細書(Ｓ代価含む)

非
公開

道路整備課

166

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

165

狭あい道路後退図(図面番号95-183､
95-184､94-185､09-431､89-586)座標
付

部分
公開

写し 建築課
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

163

｢豊島区公立小･中学校における学校
給食調理業務(民間委託実施校)｣に
ついて ①平成30年度の委託契約金
額(年額)②各校の予定食数③給食提
供日数④委託先業者名

公開 写し 学務課

164

鬼子母神表参道ケヤキ並木位置図

部分
公開

写し 公園緑地課

162

狭あい道路後退図(図面番号89-409)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

1.南池袋公園､中池袋公園､池袋西口
公園の整備前の図面
2.造幣局跡地の整備前と整備後の図
面 非

公開
公園緑地課

１．区又は国等の事務又は事
業に関する情報で公にするこ
とにより事務の適正な執行に
支障を及ぼす情報であるため
（条例第7条第6号該当）
２．不存在

161

1.中池袋公園､東池袋中央公園､東池
袋公園､日出町公園､南池袋公園､池
袋西口公園､上り屋敷公園､西池袋公
園の各図面
2.南池袋公園の整備前の図面

公開 写し 公園緑地課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

9月3日
9月12日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

9月4日
9月12日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

9月4日
9月18日

9月5日
9月19日

9月5日
9月19日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）
公にすることにより、犯罪の9月6日 個人の氏名

9月11日

9月7日 個人の氏名

9月11日

9月11日 個人の氏名

9月14日

9月11日 個人の氏名

9月11日

9月12日
9月20日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

179

平成30年9月1日から平成30年9月12
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 ①物件名(屋号､商号)
②営業所所在地③連絡先

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

178

狭あい道路後退図(図面番号06-548)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

177

狭あい道路後退図(図面番号91-214､
91-241､00ｰ515)座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

176

狭あい道路後退図(図面番号02-273､
09-398)座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

175

狭あい道路後退図(図面番号96-440､
13-0099)座標､中心線付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

174

豊島区立小学校用務業務等請負(履
行期間平成30年4月1日~平成31年3月
31日)のプロポーザル選定における
1.企画提案書 2.見積書 3.評価結果

部分
公開

写し

①個人氏名および個人が特定
できる写真画像　②受託業者
の印影　③提案内容、見積書
記載部分の一部　④評価結果
の一部

庶務課

173

平成30年8月1日から平成30年8月31
日までに収受した新規開設の理容
所､美容所一覧(廃業を除く) ①施設
名称②施設所在地③施設電話番号④
開設者名⑤確認年月日⑥確認番号
(申請者が法人の場合は代表者氏名､
開設者住所､開設者電話番号)

公開 写し 生活衛生課

174

豊島区立小学校用務業務等請負(履
行期間平成30年4月1日~平成31年3月
31日)のプロポーザル選定における
1.評価項目･採点 2.委員名簿･議事
内容の記録

公開 写し 庶務課

172

平成30年8月1日から平成30年8月31
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿 ①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者氏名⑥初回許可年
月日⑦許可満了日⑧許可番号⑨許可
開始日､法人については⑩本社所在
地⑪代表者氏名⑫申請者電話番号

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

171

平成30年8月1日から平成30年8月31
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿 ①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書⑦
代表者名⑧営業者住所⑨営業者電話
番号⑩初回許可年月日⑪許可満了日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

9月12日
9月13日

9月13日 個人の氏名

9月14日

9月13日 個人の氏名

9月14日

9月18日
9月20日

9月18日
9月18日

9月18日
9月19日

9月18日
9月25日

9月18日
9月19日

9月18日
9月21日

9月18日
9月27日

9月18日
9月25日

9月18日
9月27日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

9月18日
9月27日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

9月19日
10月1日

生活衛生課

186

最新のストレスチェック業務委託仕
様書

公開 写し 人事課

184

平成30年9月18日時点のふぐ取扱所
およびふぐ加工製品取扱所の事業所
一覧 ①事業者名②事業所名③住所
④電話番号

部分
公開

写し 生活衛生課

185

食品衛生営業許可台帳(住所:豊島区
西池袋一丁目 ､屋号 :○○○) 営業
許可申請法人名 部分

公開
写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

豊島区立千川中学校の制服価格

公開 写し
千川

中学校

豊島区立明豊中学校の制服価格

公開 写し
明豊

中学校

183
豊島区立西池袋中学校の制服価格

公開 写し
西池袋
中学校

豊島区立千登世橋中学校の制服価格

公開 写し
千登世橋
中学校

豊島区立西巣鴨中学校の制服価格

公開 写し
西巣鴨
中学校

豊島区立池袋中学校の制服価格

公開 写し
池袋

中学校

豊島区立駒込中学校の制服価格

公開 写し
駒込

中学校

豊島区立巣鴨北中学校の制服価格

公開 写し
巣鴨北
中学校

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

182

狭あい道路後退図(図面番号89-19､
90-162､17-567)座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

180

｢交通安全施設工事(区画線その1)｣
(工事14号)について
1.工事設計概括書 2.工事費総括書
3.工事総括書 4.代価明細書 5.諸経
費計算書

公開 写し 道路整備課

181

狭あい道路後退図(図面番号03-37)
座標付 部分

公開
写し 建築課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

9月19日
10月1日

9月20日
9月25日

審議等に関する情報であっ
て、審議等の結果に基づいて
行わる事務の執行に著しい支
障を及ぼすもの（条例第7条
第5号該当）

9月26日
10月9日

9月26日 個人の氏名

9月27日

9月27日
10月11日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
犯罪を招くおそれのあるため
（条例第7条第4号該当）

9月27日 通知に至る過程及び記録

10月9日

9月28日
10月9日

公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第5号該当）9月28日

10月9日

190

狭あい道路後退図(図面番号98-
0353)座標付 部分

公開
写し 建築課

グループホーム｢○○○｣と区のやり
とりの記録
①平成29年4月24日付｢実地指導の結
果について｣よりのち､29年7月7日付
｢監査及び一般検査の実施について｣
に至るまでの記録

部分
公開

写し

改善報告における各項目　個
人の氏名、性別、生年月日、
年齢、続柄、電話番号、被保
険者番号、要介護度、傷病
名、紹介目的、治療経過症
状、処方箋、病名、既往歴お
よび家族歴、症状経過および
検査結果、治療履歴、実施概
要、所属、職種、利用者の心
身の状況のうち個人が識別さ
れ得る部分
②改善報告について印影191

192

都市計画課

189

歯科技工所一覧

公開 写し 生活衛生課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

介護保険課

豊島区立富士見台小学校での環境教
育のためのビオトープ作りにおける
ホタル観賞会に関し､ホタルを育て､
観賞するためにかかった経費を示す
書類｡2013年度､2014年度および2018
年度｡

非
公開

不存在（支出の実績がないた
め）

学務課

豊島区立富士見台小学校での環境教
育のためのビオトープ作りにおける
ホタル観賞会に関し､ホタルを育て､
観賞するためにかかった経費を示す
書類｡2015年度より2017年度まで｡

部分
公開

写し

受託事業者の印影および口座
情報

学務課

グループホーム｢○○○｣と区のやり
とりの記録
②平成29年9月15日付｢29豊保高発第
1285号｣に至る過程と現在までの記
録

非
公開

高齢者
福祉課

区又は国等の事務又は事業に
関する情報で公にすることに
より事務の適正な執行に支障
を及ぼす情報であるため
（条例第7条第6号該当）

187

平成30年度中学校道徳教科書採択に
かかわる
1.教科書調査資料(中学校道徳) 2.
選定委員会会議概要および選定委員
名 3.教科用図書選定資料(中学校道
徳) 4.教科書展示会来場者の意見
5.中学校道徳採択集計用紙･投票用
紙

公開 写し 指導課

188

｢電気バスを運営する事業者の募集｣
について
1.二次審査における第1候補者事業
社名および参加事業者名
2.二次審査の参加事業者による企画
提案書の閲覧および評価基準の評価
点

非
公開

①二次審査における参加事業
者名
②二次審査の参加事業者によ
る企画提案書および評価基準
の評価点

28



(第３四半期　10月～12月）

受付日 非公開部分

決定日 非公開理由

10月1日
10月10日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

10月1日
10月12日

10月1日
10月10日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

10月1日
10月10日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

10月2日
10月10日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

10月2日
10月15日

10月3日
10月11日

10月3日
10月15日

10月3日
10月17日

200

平成30年9月1日から平成30年9月30
日までに収受した新規開設の理容
所､美容所一覧 ①店名②施設所在地
③施設電話番号④代表者氏名

公開 写し 生活衛生課

201

1.2014年-2015年に行われた南池袋
公園の類似参考事例についての概要
2.2015年の南池袋公園のカフェレス
トラン事業者選定プロポーザルの内
容 3.南長崎はらっぱ公園･南長崎ス
ポーツ公園･堀之内公園の各図面(整
備前･整備後)

公開 閲覧 公園緑地課

198

平成30年9月1日から平成30年9月30
日までに収受した新規開設の理容
所､美容所一覧(廃業を除く) ①施設
名称②施設所在地③施設電話番号④
開設者名⑤確認年月日⑥確認番号
(申請者が法人の場合は代表者氏名､
開設者住所､開設者電話番号)

公開 写し 生活衛生課

199

1.教科書調査資料(中学校道徳およ
び小学校全科) 2.平成31～32年度使
用教科用図書選定資料(中学校道徳
および小学校全科)  3.平成30年度
豊島区立学校教科用図書調査部会名
簿 4.平成30年度教科用図書選定委
員会名簿 5.選定委員会会議概要

公開 写し 学務課

197

平成30年9月1日から平成30年9月30
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿 ①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者氏名⑥初回許可年
月日⑦許可満了日⑧許可番号⑨許可
開始日､法人については⑩本社所在
地⑪代表者氏名⑫申請者電話番号

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

生活衛生課

196

平成30年9月1 日から平成30年9月30
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿 ①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書⑦
代表者名⑧営業者住所⑨営業者電話
番号⑩初回許可年月日⑪許可満了日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

194

平成30年9月1日から平成30年9月30
日までに営業許可を取得した美容所
一覧 ①施設名称②施設所在地③電
話番号④開設者氏名⑤確認年月日⑥
開設者氏名

公開 写し 生活衛生課

195

平成30年9月1日から平成30年9月30
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 ①屋号②営業所所在
地③営業所電話番号④申請者氏名⑤
業種⑥許可年月日⑦許可満了日等

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

193

平成30年9月1日から平成30年9月30
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 ①施設名②施設所在
地③施設電話番号④登録者氏名⑤初
回許可年月日(自動販売機､移動店
舗､臨時営業及び露店を除く)

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

担当課№ 請  求  内  容
決定
内容

公開
方法
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

10月3日 個人が特定できる情報

10月17日

10月3日 不存在

10月17日

10月3日
10月17日

10月3日
10月31日

10月4日
10月15日

10月9日 個人の氏名

10月10日

10月10日
10月15日

10月11日
10月24日

10月11日
10月22日

公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

10月11日
10月23日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

208

平成29年10月1日から平成30年9月30
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿 ①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者氏名⑥初回許可年
月日⑦許可満了日⑧許可番号⑨許可
開始日､法人については⑩本社所在
地⑪代表者氏名⑫申請者電話番号

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

207

平成30年度公有自動車保険(任意保
険)契約関連書類一式

部分
公開

写し

法人振込口座および法人代表
者の印影

総務課

205

1.平成30年度豊島区教科用図書採択
検討委員会委員名簿 2.平成30年度
豊島区教科用図書採択検討委員会調
査員名簿 3.中学校用教科用図書採
択｢特別の教科 道徳｣調査研究議事
録

公開 写し 指導課

206

最新の旅館業登録施設の名簿
①施設名称②施設住所③施設電話番
号④代表者名⑤部屋数⑥許可年月日
⑦種別

公開 写し 生活衛生課

204

狭あい道路後退図(物件所在地:豊島
区池袋三丁目7-8 地番:豊島区池袋
三丁目1633番13)

部分
公開

写し 建築課
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

202

駒込図書館(平成27年3月改修時)､巣
鴨図書館(平成26年4月改修時)およ
び千早図書館(平成27年4月改修時)
について
1.改修前と改修後の平面詳細図 2.
改修前および改修後の矩計図･断面
詳細図 3.内装仕上げ表 4.改修経緯
が記載された報告書や計画書 5.改
修工事に関する報告書(工事内容が
わかるもの)

公開 写し 図書館課

203

旧高田小学校の建築図面
1.敷地配置図 2.平面図 3.断面図
4.立面図 公開 写し

学習・
スポーツ課

堀之内公園のワークショップの内容
やアンケート･話し合いの記録 非

公開
公園緑地課

グリーン大通りプロジェクト実施者
の選定プロポーザルの内容

公開 閲覧 都市計画課

201

1.2013年に行われた南池袋公園の地
元住民説明会の内容(複数回すべて)
2.南長崎はらっぱ公園･南長崎ス
ポーツ公園のワークショップの内容
やアンケート･話し合いの記録

部分
公開

閲覧 公園緑地課
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

10月12日
10月19日

10月12日

10月12日

10月15日
10月23日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

10月15日
10月29日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

10月15日
11月7日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

10月15日 小論文全文

11月7日

10月19日
10月30日

10月19日 個人の氏名

10月22日
216

狭あい道路後退図(図面番号98-353)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

部分
公開

写し

応募者の氏名、住所、電話番
号、生年月日、年齢

区民相談課

215

豊島区消滅可能性都市緊急対策本部
における､平成26年5月16日､26日の
第１回および第２回本部会議の会議
録

公開 写し 企画課

214 第10期豊島区行政情報公開･個人情
報保護審議会の区民委員(任期 平成
30年7月21日から2年間)の応募者3名
が提出した小論文一切｡ 非

公開
区民相談課

著作権法第18条第3項第3号
法令等の規定または国等の要
求または指示により公にする
ことができない情報であるた
め
（条例第7条第1号該当）

第10期豊島区行政情報公開･個人情
報保護審議会の区民委員(任期 平成
30年7月21日から2年間)の応募者5名
が提出した小論文一切｡

生活衛生課

213

平成30年7月1日から30年9月30日ま
での間の住居表示(住居番号)の付定
状況がわかる資料 1.豊島区住居表
示に関する条例3条1項の届出の処理
状況を一覧表にした書類(新築届出
書の受付簿,住居表示付定通知一覧
等のいずれか｡)｡ただし, 平成30年7
月1日から30年9月30日までの間に住
居表示(住居番号)の付定があった物
件にかかるもの｡ 2.平成30年7月1日
から30年9月30日までの間に住居表
示(住居番号)の付定があった物件箇
所を含む住居表示台帳(街区図)

部分
公開

写し

①建物その他の工作物新築
届、添付書類②住居表示台帳
の居住者名、方書、付定日、
所有者名③受付整理簿の個人
氏名、送付先

総合窓口課

211

｢旧長崎健康相談所解体工事｣設計内
訳書 取下

げ
施設整備課

212

平成30年10月1日から平成30年10月
15日までの食品衛生法に基づく営業
許可申請処理簿 ①物件名(屋号､商
号)②営業所所在地③連絡先

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

209

平成31年度用中学校道徳教科書選択
に関する資料について
1.教育委員会会議録および名簿
2.教科書審議会会議録および名簿､
教科書まとめ
3.調査研究会議録および名簿､教科
書まとめ

公開 写し 指導課

210

｢旧長崎健康相談所解体工事｣積算内
訳書 取下

げ
施設整備課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

10月24日
11月21日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）

10月24日
11月1日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

10月26日
11月6日

10月26日
11月21日

法人等に関する情報であっ
て、公にすることにより、法
人の権利、競争上の地位その
他正当な利益を害すると認め
られる情報であるため
（条例第7条第3号該当）
審議等に関する情報であっ
て、審議等の結果に基づいて
行わる事務の執行に著しい支
障を及ぼすもの
（条例第7条第5号該当）

10月26日
11月21日

10月26日
11月21日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第4号該当）

10月26日
10月30日

10月26日 施設名称および住所

10月30日

子ども
若者課

2018年10月26日現在､児童福祉法第7
条で定められている児童福祉施設の
名称と住所(母子生活支援施設)

非
公開

子育て
支援課

221

220

法人等に関する情報であっ
て、公にすることにより、法
人の権利、競争上の地位その
他正当な利益を害すると認め
られる情報であるため
（条例第7条第3号該当）

219

豊島区消滅可能性都市緊急対策本部
における､第３回､第４回ないし第５
回本部会議の会議録および会議資料 公開 写し 企画課

豊島区池袋スポーツセンターの指定
管理について
2014年度指定管理者応募時の指定管
理者選定の結果表および選定委員会
会議録

部分
公開

写し

①落選団体の名称等
②委員長および委員の個人名

豊島区池袋スポーツセンターの指定
管理について
1.2014年度指定管理者応募時の事業
計画書(提案書を含む)
2.2015年度､2016年度､2017年度の収
支実績報告書(決算報告書)

部分
公開

写し

①個人が特定できる写真
②事業計画書（提案書）、収
支計画書、事業報告書、収支
報告書

学習・
スポーツ課

行政経営課

豊島区池袋スポーツセンターの指定
管理について
1.2014年度指定管理者応募時の募集
要項､管理運営業務仕様書､2.2015年
度､2016年度､2017年度の施設モニタ
リング評価書

公開 写し
学習・

スポーツ課

2018年10月26日現在､児童福祉法第7
条で定められている児童福祉施設の
名称と住所(中高生センター) 公開 写し

学習・
スポーツ課

218

平成30年7月1日から平成30年9月30
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿(飲
食店営業､喫茶店営業に限る) ①営
業所所在地②屋号③営業所電話番号
④営業者氏名⑤営業者住所⑥営業者
住所⑦業種⑧初回許可年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

217

豊島体育館および池袋スポーツセン
ターに関する書類
1.前回指定管理者公募時に元指定管
理者が選定された事業計画書(提案
書)､｢収支計画書｣
2.直近3か年度分(平成27年から29年
度まで)の事業報告書､収支報告書

部分
公開

写し

①個人が特定できる写真
②事業計画書（提案書）、収
支計画書、事業報告書、収支
報告書
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

10月26日
11月7日

10月26日
11月9日

10月26日
11月7日

10月26日 不存在

11月8日

10月26日 不存在

10月30日

10月26日 不存在

11月9日

10月26日
11月2日

10月29日
11月7日

10月30日
11月9日

10月30日
11月13日

10月31日
11月13日

法人等に関する情報であっ
て、公にすることにより、法
人の権利、競争上の地位その
他正当な利益を害すると認め
られる情報であるため
（条例第7条第3号該当）

道路整備課

227

豊島区立中池袋公園改修整備工事
(工事9号)の積算内訳書一式

公開 写し 公園緑地課

228

｢工事16号寺町沿道植栽帯撤去及び
移植工事｣の工事設計図書(設計金額
入り設計図書(設計書鏡､本体工事内
訳書､諸経費計算書､内訳書､代価
表)､数量計算書､設計根拠書等)

部分
公開

写し

見積比較表の会社名及び電話
番号

225

1.施術所一覧 ①名称②所在地③電
話番号④開設者⑤管理者⑥休止情報
2.医薬品･医療機器等の品質･有効性
及び安全性の確保等に関する法律に
基づく許可業者(薬局･店舗販売業)
一覧 ①許可業種②店舗名称③店舗
所在地④店舗電話番号⑤開設者名
店舗販売業は⑥管理者名⑦第一類医
薬品の取り扱い有無⑧薬剤師有無

公開 写し 生活衛生課

226

2018-00399 工事9号 道路改修工事
(アゼリア通り)及び道路補修工事
1､金入り設計書 2.諸経費計算書 3.
金抜き設計書(図面等積算にかかわ
るものすべて)

公開 写し 道路整備課

2018年10月26日現在､豊島区北大塚
二丁目にある学校教育法第1条で定
められている学校の名称と住所(障
害者関係教育施設)

非
公開

障害福祉課

224

2018年10月26日現在､豊島区北大塚
二丁目にある病院､診療所､歯科診療
所および助産所の名称､住所､病床数 公開 写し 生活衛生課

223

2018年10月26日現在､豊島区北大塚
二丁目にある学校教育法第1条で定
められている学校の名称と住所

非
公開

庶務課

2018年10月26日現在､豊島区北大塚
二丁目にある学校教育法第1条で定
められている学校の名称と住所(私
立幼稚園)

非
公開

子育て
支援課

222

2018年10月26日現在､図書館法第2条
で定められている図書館の名称と住
所 公開 写し 図書館課

221

2018年10月26日現在､児童福祉法第7
条で定められている児童福祉施設の
名称と住所(保育施設一覧および区
立保育園一覧)

公開 写し 保育課

2018年10月26日現在､児童福祉法第7
条で定められている児童福祉施設の
名称と住所(障害者福祉施設) 公開 写し 障害福祉課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

11月1日
11月14日

11月1日
11月8日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

11月1日
11月8日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

11月1日
11月8日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

11月1日 個人の氏名

11月5日

11月1日
11月8日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

11月2日
11月8日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

11月2日
11月14日

11月5日 個人の氏名

11月15日

11月6日 個人の氏名

11月15日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

238

狭あい道路後退図(図面番号39-152)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

236

平成30年10月1日から平成30年10月
31日までに収受した新規開設の理容
所､美容所一覧(廃業を除く) ①施設
名称②施設所在地③施設電話番号④
開設者名⑤確認年月日⑥確認番号
(申請者が法人の場合は代表者氏名､
開設者住所､開設者電話番号)

公開 写し 生活衛生課

237

狭あい道路後退図(図面番号91-16)
座標付 部分

公開
写し 建築課

235

平成30年10月1日から平成30年10月
31日までの食品衛生法に基づく新規
許可の飲食店営業許可申請処理簿
①業種②屋号③営業所所在地④営業
所電話番号⑤営業者氏名⑥初回許可
年月日⑦許可満了日⑧許可番号⑨許
可開始日､法人については⑩本社所
在地⑪代表者氏名⑫申請者電話番号

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

234

平成30年4月1日から平成30年10月31
日までの営業の許可を受けた飲食店
施設の申請処理簿(自動販売機､移動
販売､臨時営業及び露店を除く) ①
屋号②営業所所在地③営業所電話番
号④営業者氏名⑤許可年月日⑥業種

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

233

狭あい道路後退図(図面番号06-84)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

232

平成30年10月1日から平成30年10月
31日までの食品衛生法に基づく営業
許可申請処理簿 ①施設名②施設所
在地③施設電話番号④登録者氏名⑤
初回許可年月日(自動販売機､移動店
舗､臨時営業及び露店を除く)

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

231

平成30年10月1日から平成30年10月
31日までの食品衛生法に基づく新規
許可の飲食店営業許可申請処理簿
①業種②屋号③営業所所在地④営業
所電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書
⑦代表者名⑧営業者住所⑨営業者電
話番号⑩初回許可年月日⑪許可満了
日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

230

平成30年10月1日から平成30年10月
31日までの食品衛生法に基づく営業
許可申請処理簿 ①屋号②営業所所
在地③営業所電話番号④申請者氏名
⑤業種⑥許可年月日⑦許可満了日等

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

229

平成30年10月1日から平成30年10月
31日までに営業許可を取得した美容
所一覧 ①施設名称②施設所在地③
電話番号④開設者氏名⑤確認年月日
⑥開設者氏名

公開 写し 生活衛生課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

11月8日 個人の氏名

11月12日

11月12日
11月22日

11月12日
11月19日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

11月12日
11月16日

11月12日 不存在

11月16日

11月13日
11月21日

11月19日
11月28日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

11月20日
11月29日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）

11月20日
12月3日

11月21日
12月3日

246

2017年1月1日から直近までに美容室
開業届を提出した施設の一覧(廃業
した施設を除く) ①店舗名称②代表
者氏名③店舗住所④店舗電話番号⑤
店舗ＦＡＸ番号

公開 写し 生活衛生課

248

美容所業務台帳(住所:豊島区東池袋
一丁目､営業者:○○○) ①法人名②
法人代表者③本店所在地④本店電話
番号

公開 閲覧 生活衛生課

245

豊島区立池袋スポーツセンターに係
る書類 平成29年度分事業報告書お
よび収支報告書

部分
公開

写し

①個人が特定できる写真
②自主事業募集教室の状況、
自主事業レギュラークラスの
内容、利用料金等の収入実績
内訳、安全点検報告書、自主
事業報告書、事故報告書、教
育訓練報告書、要望・苦情等
の報告書、一般介護予防事業
実施報告書　一部記載

学習・
スポーツ課

244

平成30年10月31日現在の南池袋1､2､
3丁目､西池袋1､3丁目の飲食店営業
許可施設一覧(スナック､バー､移動
飲食､風俗関係は除く)

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

豊島区基準点 T15､T16､T17､T18､
T19､T20､T21､T22､T23､T24､T25 成果
表

非
公開

土木管理課

243

平成30年4月1日から平成30年10月31
日に開院届け出または閉院届け出の
あった診療所 ①名称②院長名③住
所④電話番号⑤開院届け出日(閉院
届け出日)

公開 写し 生活衛生課

242

生活衛生課

豊島区基準点 T15､T16､T17､T18､
T19､T20､T21､T22､T23､T24､T25
1.点の記 2.配点図 公開 写し 土木管理課

240

駒込東公園の樹種名記載の平面図

公開 写し 公園緑地課

241

平成30年11月1日から平成30年11月
12日までの食品衛生法に基づく営業
許可申請処理簿 ①物件名(屋号､商
号)②営業所所在地③連絡先

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

239

狭あい道路後退図(図面番号95-125)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

11月30日
12月14日

12月3日
12月12日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

12月3日
12月12日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

12月3日
12月14日

12月3日
12月12日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

12月4日
12月12日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

12月4日
12月14日

12月7日
12月20日

12月7日
12月20日

12月7日
12月19日

適正化整備計画で統廃合され､新た
に開校した西池袋中学校の考える会
のすべての会議録 公開 閲覧 学校施設課

適正化整備計画で統廃合され､新た
に開校した池袋本町小学校の考える
会のすべての会議録 公開 閲覧

区民活動
推進課

257

255

平成30年11月1日から平成30年11月
30日までに収受した新規開設の理容
所､美容所一覧(廃業を除く) ①施設
名称②施設所在地③施設電話番号④
開設者名⑤確認年月日⑥確認番号
(申請者が法人の場合は代表者氏名､
開設者住所､開設者電話番号)

公開 写し 生活衛生課

256

旅館業法に基づく営業許可施設の一
覧 ①施設名称②所在地③許可年月
日④許可区分⑤営業者名(団体名)⑥
収容客数(定員数)⑦営業者住所

公開 写し 生活衛生課

生活衛生課

254

平成30年11月1日から平成30年11月
30日までの食品衛生法に基づく新規
許可の飲食店営業許可申請処理簿
①業種②屋号③営業所所在地④営業
所電話番号⑤営業者氏名⑥初回許可
年月日⑦許可満了日⑧許可番号⑨許
可開始日､法人については⑩本社所
在地⑪代表者氏名⑫申請者電話番号

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

252

平成30年11月1日から平成30年11月
30日までに営業許可を取得した美容
所一覧 ①施設名称②施設所在地③
電話番号④開設者氏名⑤確認年月日
⑥開設者氏名

公開 写し 生活衛生課

253

平成30年11月1日から平成30年11月
30日までの食品衛生法に基づく営業
許可申請処理簿 ①施設名②施設所
在地③施設電話番号④登録者氏名⑤
初回許可年月日(自動販売機､移動店
舗､臨時営業及び露店を除く)

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

251

平成30年11月1日から平成30年11月
30日までの食品衛生法に基づく営業
許可申請処理簿 ①屋号②営業所所
在地③営業所電話番号④申請者氏名
⑤業種⑥許可年月日⑦許可満了日等

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

249

2018年11月30日時点での豊島区内で
届出申請を受理された住宅宿泊事業
者の一覧 ①事業者名(法人の場合は
法人名と代表者名)②事業者住所③
届出事業施設住所④電話番号⑤メー
ルアドレス⑤届出番号

公開 写し 生活衛生課

250

平成30年11月1日から平成30年11月
30日までの食品衛生法に基づく新規
許可の飲食店営業許可申請処理簿
①業種②屋号③営業所所在地④営業
所電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書
⑦代表者名⑧営業者住所⑨営業者電
話番号⑩初回許可年月日⑪許可満了
日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

12月10日
12月13日

12月12日 個人の氏名

12月17日

12月13日
12月20日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

12月14日
12月20日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）

12月14日
12月20日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）

12月14日
12月25日

12月1日 個人の氏名

12月19日

12月18日
12月26日

12月25日
12月28日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
犯罪を招くおそれのあるため
（条例第7条第4号該当）

266

環境確保条例に基づく｢工場･指定作
業場｣届出について
(施設名称:目白○○○)

部分
公開

写し

①個人に関する氏名
②法人および法人代表者の印
影

環境保全課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

265

平成30年12月18日時点で区長の許可
を受けている店舗販売業の医薬品販
売業台帳 ①店舗名称②店舗住所③
店舗電話番号④開設者･事業者氏名
⑤店舗管理者氏名

公開 写し 生活衛生課

263

平成31年度使用中学校道徳教科書採
択に関する資料一式
1.要綱､日程等が分かる資料
2.調査員･選定委員等と採択に関
わった人物がわかる名簿
3.調査員会･選定委員会の報告書･議
事録など
4.学校意見書､展示会アンケート

公開 写し 指導課

264

狭あい道路後退図(図面番号03-139､
88-0838)座標付 部分

公開
写し 建築課

262

営業許可台帳(施設名称:○○○ 住
所:豊島区池袋二丁目)について
①運営会社(母体)の代表取締役氏名
②住所③電話番号④営業時間 部分

公開
写し

①許可申請者が個人の場合、
その住所、電話番号
②店舗の営業時間

生活衛生課

生活衛生課

261

営業許可台帳(施設名称:○○○ 住
所:豊島区池袋二丁目 業態:バー)に
ついて
①運営会社(母体)の代表取締役氏名
②住所③電話番号④営業時間

部分
公開

写し

①許可申請者が個人の場合、
その住所、電話番号
②店舗の営業時間

生活衛生課

260

平成30年11月1日から平成30年11月
30日までの営業の許可を受けた飲食
店施設の申請処理簿(自動販売機､移
動販売､臨時営業及び露店を除く)
①屋号②営業所所在地③営業所電話
番号④営業者氏名⑤許可年月日⑥業
種

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

258

東京都環境確保条例に基づく｢工場･
指定作業場｣一覧(平成30年3月31日
現在のもの) 公開 写し 環境保全課

259

狭あい道路後退図(図面番号12-359､
12-360)座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

12月1日
1月31日

12月25日

1月31日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）

12月26日
1月4日

12月26日
1月7日

12月26日
1月7日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）

12月26日
1月9日

法人等に関する情報であっ
て、公にすることにより、法
人の権利、競争上の地位その
他正当な利益を害すると認め
られる情報であるため
（条例第7条第3号該当）
審議等に関する情報であっ
て、審議等の結果に基づいて
行わる事務の執行に著しい支
障を及ぼすもの（条例第7条
第5号該当）

12月28日 個人の氏名

1月8日
270

狭あい道路後退図(図面番号89-220､
99-0403)座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

学習・
スポーツ課

池袋スポーツセンターの指定管理公
募に関する資料
現指定管理者の選定理由/得点表が
記載された資料

部分
公開

写し

①落選団体の名称
②委員長および委員の個人名

行政経営課

269

池袋スポーツセンターの指定管理公
募に関する資料
1.前回公募時の募集要項
2.前回募集時の業務仕様書
3.前回公募時に配布された資料

公開 写し
学習・

スポーツ課

池袋スポーツセンターの指定管理公
募に関する資料
1.現指定管理者の前回公募時の事業
計画書および収支計画書
2.直近の事業報告書

部分
公開

写し

①個人が特定できる写真
②事業計画書および収支計画
書の一部
③事業報告書の一部記載　自
主事業募集教室の状況、自主
事業レギュラークラスの内
容、利用料金等の収入実績内
訳、安全点検報告書、自主事
業報告書、事故報告書、教育
訓練報告書、要望・苦情等の
報告書、一般介護予防事業実
施報告書

学習・
スポーツ課

268

南池袋公園に設置しているリボンス
ライダーの仕様書､構造図面､設計金
額がわかる資料一式 公開 写し 公園緑地課

総合体育場および豊島体育館の指定
管理に関する資料
1.平成26年度(前回)募集要項並びに
仕様書(管理業務/運営業務)一式
2.平成27年度･平成28年度･平成29年
度モニタリング結果一式

公開 写し
学習・

スポーツ課

総合体育場および豊島体育館の指定
管理に関する資料
1.平成26年度(前回)指定管理事業計
画書(公募提案書)一式
2.平成27年度･平成28年度･平成29年
度 事業報告書一式
3.平成30年度 事業計画書一式

部分
公開

写し

①個人が特定できる写真
②提案書、事業報告書、事業
計画書の一部

267
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(第４四半期　1月～3月）

受付日 非公開部分

決定日 非公開理由

1月4日
1月15日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

1月4日
1月18日

1月4日
1月17日

1月4日
1月15日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

1月7日
1月15日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

1月7日
1月18日

1月7日
1月18日

1月7日 不存在

1月18日

1月7日
1月17日

1月8日
1月15日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当） 生活衛生課

区が本人の同意なく警察に対して区
民の本人確認状況を提供する制度に
ついて
1.制度の運用状況

公開 写し 税務課

277

平成30年12月1日から平成30年12月
31日までの食品衛生法に基づく新規
許可の飲食店営業許可申請処理簿
①業種②屋号③営業所所在地④営業
所電話番号⑤営業者氏名⑥初回許可
年月日⑦許可満了日⑧許可番号⑨許
可開始日､法人については⑩本社所
在地書⑪代表者氏名⑫申請者電話番
号

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

276

区民相談課

区が本人の同意なく警察に対して区
民の本人確認状況を提供する制度に
ついて
1.制度の運用状況

非
公開

指導課

区が本人の同意なく警察に対して区
民の本人確認状況を提供する制度に
ついて
1.制度化の過程
2.制度の運用状況

公開 写し 区民相談課

区が本人の同意なく警察に対して区
民の本人確認状況を提供する制度に
ついて
1.制度の運用状況

非
公開

不存在（平成30年度諮問第8
号にかかる行政情報公開・個
人情報保護審議会会議録）

275

平成30年12月1日から平成30年12月
31日までの食品衛生法に基づく新規
許可の飲食店営業許可申請処理簿
①業種②屋号③営業所所在地④営業
所電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書
⑦代表者名⑧営業者住所⑨営業者電
話番号⑩初回許可年月日⑪許可満了
日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

274

平成30年12月1日から平成30年12月
31日までの食品衛生法に基づく営業
許可申請処理簿 ①施設名②施設所
在地③施設電話番号④登録者氏名⑤
初回許可年月日(自動販売機､移動店
舗､臨時営業及び露店を除く)

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

272

平成30年12月1日から平成30年12月
31日までに新規で開設した施術所一
覧 ①施設名称②施設所在地③電話
番号④開設年月日⑤開設者氏名⑤業
務種類

公開 写し 生活衛生課

273

平成30年12月1日から平成30年12月
31日までに営業許可を取得した美容
所一覧 ①施設名称②施設所在地③
電話番号④開設者氏名⑤確認年月日
⑥開設者氏名

公開 写し 生活衛生課

271

平成30年12月1日から平成30年12月
31日までの食品衛生法に基づく営業
許可申請処理簿 ①屋号②営業所所
在地③営業所電話番号④申請者氏名
⑤業種⑥許可年月日⑦許可満了日等

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

担当課№ 請  求  内  容
決定
内容

公開
方法
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

1月8日
1月17日

1月11日
1月21日

1月11日
1月25日

1月15日
1月21日

1月15日
1月23日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

1月18日
1月31日

1月18日
1月31日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）

282

池袋スポーツセンターの現在の指定
管理者に関する資料
1.企画提案書

部分
公開

写し

①個人が特定できる写真
②事業計画および収支計画の
一部

学習・
スポーツ課

生活衛生課

282

池袋スポーツセンターの現在の指定
管理者に関する資料
1.前回の募集要項 公開 写し

学習・
スポーツ課

280

30契約第120号 区施設可燃･不燃ご
み収集･処理業務委託(単価契約) 仕
様書 公開 写し

ごみ減量
推進課

281

平成30年12月1日から平成30年12月
31日までの営業の許可を受けた飲食
店施設の申請処理簿(自動販売機､移
動販売､臨時営業及び露店を除く)
①屋号②営業所所在地③営業所電話
番号④営業者氏名⑤許可年月日⑥業
種

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

1.平成29年度狭あい道路拡幅整備測
量委託(その1)[単価契約]で履行実
績の数量がわかる資料
2.平成29年度狭あい道路拡幅整備測
量委託(その2)[単価契約]で履行実
績の数量がわかる資料
3.平成29年度狭あい道路拡幅整備測
量委託(その3)[単価契約]で履行実
績の数量がわかる資料
4.平成30年度狭あい道路拡幅整備測
量委託(その1)[単価契約]で履行実
績の数量がわかる資料
5.平成30年度狭あい道路拡幅整備測
量委託(その2)[単価契約]で履行実
績の数量がわかる資料
6.平成30年度狭あい道路拡幅整備測
量委託（その３）[単価契約]で履行
実績の数量がわかる資料

公開 写し 建築課

1.平成29年度公共用地境界測量請負
(単価契約) (委託2号)で履行実績の
数量がわかる資料
2.平成30年度公共用地境界測量請負
(単価契約) (委託2号) (その1)で履
行実績の数量がわかる資料
3.平成30年度公共用地境界測量請負
(単価契約) (委託2号) (その2)で履
行実績の数量がわかる資料

公開 写し 土木管理課

279

278

平成30年12月1日から平成30年12月
31日までに収受した新規開設の理容
所､美容所一覧(廃業を除く) ①施設
名称②施設所在地③施設電話番号④
開設者名⑤確認年月日⑥確認番号
(申請者が法人の場合は代表者氏名､
開設者住所､開設者電話番号)

公開 写し 生活衛生課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

1月18日
1月31日

法人等に関する情報であっ
て、公にすることにより、法
人の権利、競争上の地位その
他正当な利益を害すると認め
られる情報であるため
（条例第7条第3号該当）
審議等に関する情報であっ
て、審議等の結果に基づいて
行わる事務の執行に著しい支
障を及ぼすもの
（条例第7条第5号該当）

1月21日
2月4日

1月4日 不存在

2月4日

1月22日

1月22日

1月22日
1月28日

1月23日
2月5日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
犯罪を招くおそれのあるため
（条例第7条第4号該当）

1月23日 個人の氏名

1月29日

1月24日
2月5日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

289

平成28年度以降の○○○駒込店に関
する苦情処理票のすべて

部分
公開

写し

個人に関する氏名、住所およ
び電話番号

生活衛生課

生活衛生課

288

狭あい道路後退図(図面番号93-
0361､95-0158､99-0056､99-0520)座
標付

部分
公開

写し 建築課
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

286

学習院大学(目白の学習院校内全
体)､雑司ｹ谷霊園､染井霊園(旧岩崎
邸を含む)の各々の敷地内の緑被面
積

公開 閲覧 公園緑地課

287

美容所業務台帳(住所:豊島区長崎二
丁目  業種:美容所 屋号:○○○ 営
業者:○○○)
①法人名②法人代表者氏名③本店所
在地④本店電話番号

部分
公開

閲覧

①開設者氏名および住所
②受領印（印影）

284

平成31年度豊島区目白地域自転車駐
車場指定管理者について
1.事業者を選定するための全応募者
の評価項目･配点及び全応募者の評
価結果

取下
げ

行政経営課

285

平成31年度豊自転車保管所･自転車
ｺｰﾙセンター管理業務請負
1.事業者を選定するための全応募者
の評価項目･配点及び全応募者の評
価結果

取下
げ

土木管理課

東京都都市整備局市街地建築部長の
平成30年10月15日付｢30都市建企第
722号｣の｢東京都建築安全条例第19
条の運用の明確化について(技術的
助言)｣について
1.本件技術的助言の制定を受けた対
応(従来の豊島区の審査基準の修正
等)の検討状況がわかるもの

公開 写し 建築課

東京都都市整備局市街地建築部長の
平成30年10月15日付｢30都市建企第
722号｣の｢東京都建築安全条例第19
条の運用の明確化について(技術的
助言)｣(以下､｢本件技術的助言｣とい
う｡)について
1.本件技術的助言の制定前に東京都
から照会を受けた内容と豊島区の回
答の内容がわかるもの

非
公開

建築課

283

282

池袋スポーツセンターの現在の指定
管理者に関する資料
1.選考結果配点表

部分
公開

写し

①落選団体の名称
②委員長および委員の個人名

行政経営課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

1月24日 法人住所

2月5日

1月28日 個人の氏名

1月31日

1月28日 個人の氏名

1月30日

1月29日
2月8日

1月29日
2月8日

1月29日
2月8日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

1月29日
2月8日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

1月30日
2月13日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）

1月30日 会派代表者の印影

2月13日

2月1日
2月14日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第3号該当）

299

平成31年1月1日から平成31年1月31
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿 ①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書⑦
代表者名⑧営業者住所⑨営業者電話
番号⑩初回許可年月日⑪許可満了日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

298

豊島区議会における○○○会派分の
平成23年度～27年度分政務活動費の
修正返還分(1200万円余)に関わる年
度別額面その他が示された資料

部分
公開

写し 総務課
公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

297

南長崎スポーツセンターの指定管理
に関する資料
1.平成29年度(前回)事業計画書(公
募提案書)一式 部分

公開
写し

①個人が特定できる写真
②事業計画書（提案書）の一
部

学習・
スポーツ課

296

平成30年10月1日から平成30年12月
31日までの食品衛生法に基づく新規
許可の飲食店営業許可申請処理簿
(飲食店営業､喫茶店営業に限る) ①
営業所所在地②屋号③営業所電話番
号④営業者氏名⑤営業者住所⑥営業
者住所⑦業種⑧初回許可年月日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

295

直近6か月以内で食品衛生関係のう
ち飲食店で廃止の届出のあったもの
(法人のみ､自動車販売･自販機･その
他臨時的な店舗を除く)

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

293

情報公開コーナーで公開している医
療機関名簿および薬局名簿にて直近
6か月以内に廃止の届出のあったも
の

公開 写し 生活衛生課

294

環境衛生関係の施設で廃止の届出の
あったもの 直近6か月以内の法人の
届出 公開 写し 生活衛生課

292

狭あい道路後退図(図面番号11-
493、01-208)座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

291

狭あい道路後退図(図面番号03-
0037)座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

290

食品衛生営業許可申請(名称:○○○
住所:豊島区西巣鴨四丁目) ①法人
名②代表者名

部分
公開

写し 生活衛生課

法人等に関する情報であっ
て、公にすることにより、法
人の権利、競争上の地位その
他正当な利益を害すると認め
られる情報であるため
（条例第7条第3号該当）
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

2月1日
2月14日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

2月1日
2月15日

2月1日
2月13日

2月1日
2月14日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

2月4日
2月18日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

2月4日
2月18日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

2月5日
2月19日

法令等の規定または実施機関
が法律上従う義務を有する機
関の要求または指示のため
（条例第7条第1号該当）「感
染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律第
73条」の規定による守秘義務
特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）

306

平成27年6月に初発患者を届け出た
結核の集団感染事例について､施設
種別の詳細(外国人技能実習先､日本
語学校など)が分かる文書｡外国人技
能実習先か日本語学校に当たる場合
は､患者本人や勤務先などから聞き
取った､来日までの経緯､日本での生
活状況､受診の経緯､転帰が分かる､
保健師らによる聞き取り記録に加え
て､感染症診査協議会の資料など､そ
の内容をとりまとめた文書と､接触
者検診の実施対象者の概要が分かる
文書

部分
公開

写し

個人に関する氏名、心身の状
況、病歴、学歴、親族関係、
健康診断結果

健康推進課

305

平成30年10月1日から30年12月31日
までの間の住居表示(住居番号)の付
定状況がわかる資料 1.豊島区住居
表示に関する条例3条1項の届出の処
理状況を一覧表にした書類(新築届
出書の受付簿,住居表示付定通知一
覧等のいずれか｡)｡ただし, 平成30
年10月1日から30年12月31日までの
間に住居表示(住居番号)の付定が
あった物件にかかるもの｡ 2.平成30
年10月1日から29年12月31日までの
間に住居表示(住居番号)の付定が
あった物件箇所を含む住居表示台帳
(街区図)

部分
公開

写し

①建物その他の工作物新築
届、添付書類②住居表示台帳
の居住者名、方書、付定日、
所有者名③受付整理簿の個人
氏名、送付先

総合窓口課

304

1.平成30年度｢街路灯改修工事(その
1)｣の施工体系図､下請負者一覧表
2.平成30年度｢街路灯改修工事(その
2)｣の施工体系図､下請負者一覧表
3.平成30年度｢街路灯改修工事(その
3)｣の施工体系図､下請負者一覧表
4.平成30年度｢街路灯改修工事(その
4)｣の施工体系図､下請負者一覧表

部分
公開

閲覧

①下請業者の代表者氏名、現
場責任者の氏名
②許可番号

公園緑地課

303

平成31年1月1日から平成31年1月31
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 ①施設名②施設所在
地③施設電話番号④登録者氏名⑤初
回許可年月日(自動販売機､移動店
舗､臨時営業及び露店を除く)

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

301

平成31年1月1日から平成31年1月31
日までに営業許可を取得した美容所
一覧 ①施設名称②施設所在地③電
話番号④開設者氏名⑤確認年月日⑥
開設者氏名

公開 写し 生活衛生課

302

平成31年1月1日から平成31年1月31
日までに新規で開設した施術所一覧
①施設名称②施設所在地③電話番号
④開設年月日⑤開設者氏名⑥業務種
類

公開 写し 生活衛生課

300

平成31年1月1日から平成31年1月31
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 ①屋号②営業所所在
地③営業所電話番号④申請者氏名⑤
業種⑥許可年月日⑦許可満了日等

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

2月5日
2月14日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

2月5日
2月15日

2月7日 個人の氏名

2月13日

2月7日
3月13日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

2月8日
2月20日

2月8日
2月19日

2月12日
2月22日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

2月12日 調査結果

2月25日

2月13日
2月26日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
犯罪を招くおそれのあるため
（条例第7条第4号該当）

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

314

旅館業許可申請書一式(名称:〇〇〇
ホテル) 所在地:東京都豊島区駒込
一丁目)

部分
公開

写し

①旅館業営業許可申請書の法
人代表者生年月日、添付書類
の法人代表者の住所
②旅館業営業許可申請書の受
領印印影、添付書類の印影

総合窓口課

1.学習院敷地(中学校､高等学校､大
学全て含む)､雑司ｹ谷霊園および染
井霊園(隣接緑地を含む)の最新の緑
被面積
2.学習院敷地(中学校､高等学校､大
学全て含む)､雑司ｹ谷霊園および染
井霊園(隣接緑地を含む)の14m以上
の高木による最新の緑被面積

公開 閲覧 公園緑地課

庁舎運営課

生活衛生課

生活衛生課

313

豊島区職員措置請求監査結果におけ
る関係人に対する調査に関する調査
結果(弁護士に訴訟委任した事実の
有無､弁護士報酬の支払事実の有無)
が記載されている文書

非
公開

監査委員
事務局

区又は国等の事務又は事業に
関する情報で公にすることに
より事務の適正な執行に支障
を及ぼす情報であるため
（条例第7条第6号該当）

312

平成31年2月12日現在の集団給食お
よび飲食店給食に関わる届け出の一
覧 部分

公開
写し

310

住居表示台帳

部分
公開

写し

居住者名、方書、付定日、所
有者名

311

1.平成24年から25年に行った区内生
態調査(鳥類)の方法･結果

公開 閲覧

308

平成31年1月1日から平成31年1月31
日までに収受した新規開設の理容
所､美容所一覧(廃業を除く) ①施設
名称②施設所在地③施設電話番号④
開設者名⑤確認年月日⑥確認番号
(申請者が法人の場合は代表者氏名､
開設者住所､開設者電話番号)

公開 写し 生活衛生課

309

狭あい道路後退図(図面番号94-600)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

307

平成31年1月1日から平成31年1月31
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿 ①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者氏名⑥初回許可年
月日⑦許可満了日⑧許可番号⑨許可
開始日､法人については⑩本社所在
地書⑪代表者氏名⑫申請者電話番号

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

2月14日
2月22日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

2月15日
2月21日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第3号該当）

2月15日 不存在

2月21日

2月15日
2月22日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

2月18日 個人の氏名

2月20日

2月19日
3月5日

3月20日
3月5日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

2月22日
3月4日

2月22日
3月7日

2月25日

3月4日

法人等の他正当な利益を害す
ると認められる情報であるた
め
（条例第7条第3号該当）
公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第5号該当）

都市計画課

322

平成31年2月22日現在の旅館業営業
施設一覧 ①施設名称②施設所在地
③経営者名④代表者名⑤経営者住所
(法人のみ)⑥許可年月日⑦客室数⑧
種別

公開 写し 生活衛生課

323

電気バスプロポーザル資料･プレゼ
ン資料(○○○社)

部分
公開

写し

①提案者の独自ノウハウ、社
内規定、各種マニュアル等
②法人代表者の印影

生活衛生課

321

平成30年度豊島区職員給与支払報告
書対象者数(区市町村別)

公開 写し 人事課

319

平成30年1月1日から平成30年12月31
日までに新規で開設および廃止の届
出のあった歯科技工所の名簿一覧
①施設名称②施設所在地③電話番号
④届出年月日⑤開設者氏名

公開 写し 生活衛生課

320

平成30年8月から平成31年1月までに
収受した新規開設の美容所一覧 ①
施設名称②申請者氏名③電話番号 部分

公開
写し

開設申請者が個人の場合の電
話番号

生活衛生課

318

狭あい道路後退図(図面番号06-336)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

316

承諾書または同意書(地番:豊島区南
池袋二丁目95番1外) 非

公開
土木管理課

317

平成31年1月1日から平成31年1月31
日までの営業の許可を受けた飲食店
施設の申請処理簿(自動販売機､移動
販売､臨時営業及び露店を除く) ①
屋号②営業所所在地③営業所電話番
号④営業者氏名⑤許可年月日⑥業種

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

316

境界石標設置図(地番:豊島区南池袋
二丁目95番1外 測量年月日:平成28
年12月19日) 部分

公開
写し

図面に記載された実務者の氏
名

土木管理課

315

平成31年2月1日から平成31年2月14
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 ①物件名(屋号､商号)
②営業所所在地③連絡先

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

2月25日 個人の氏名

2月27日

2月25日
3月11日

豊島区議会で審議中の案件で
あるため　審議等に関する情
報であって、審議等の結果に
基づいて行わる事務の執行に
著しい支障を及ぼすもの
（条例第7条第5号該当）

2月26日
3月7日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）

2月26日 主任以下の職層の職員

3月4日

3月1日
3月15日

3月1日
3月15日

3月1日
3月13日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

3月1日
3月14日

3月1日
3月13日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

生活衛生課

331

平成31年2月1日から平成31年2月28
日までに営業許可を取得した美容所
一覧 ①施設名称②施設所在地③電
話番号④開設者氏名⑤確認年月日⑥
開設者氏名

公開 写し 生活衛生課

332

平成31年2月1日から平成31年2月28
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿 ①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者名⑥代表者肩書⑦
代表者名⑧営業者住所⑨営業者電話
番号⑩初回許可年月日⑪許可満了日

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

330

平成31年2月1日から平成31年2月28
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 ①屋号②営業所所在
地③営業所電話番号④申請者氏名⑤
業種⑥許可年月日⑦許可満了日等

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

328

平成30年11月1日～平成31年2月28日
に開院届出または閉院届出のあった
診療所一覧 ①名称②院長名③住所
④電話番号⑤開院届出日⑥閉院した
診療所は閉院届出日

公開 写し 生活衛生課

329

平成31年2月1日から平成31年2月281
日までに新規で開設した施術所一覧
①施設名称②施設所在地③電話番号
④開設年月日⑤開設者氏名⑤業務種
類

公開 写し 生活衛生課

327

職員全員の氏名および所属がわかる
資料
2019年2月26日現在のもの

部分
公開

写し 人事課
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

326

池袋スポーツセンターの指定管理に
関する資料
1.平成27年度､28年度および29年度
の事業報告書
2.平成30年度の事業計画書

部分
公開

写し

①個人が特定できる写真
②事業報告書、事業計画書の
一部

学習・
スポーツ課

325

1.豊島区の道路占用料算定における
考え方がわかる資料
2.道路占用料を国と同じ考え方で算
定している場合は､道路価格･使用料
率･使用料率の構成要素となる土地
価格および年額賃料･修正率それぞ
れの数値および算定根拠
3.道路占用料を国とは異なる考え方
で算定している場合は､その考え方､
算定式､算定式の構成要素､各構成要
素の数値および数値の算定根拠
4.道路占用料算定について検討およ
び決定を行った際の議事がわかる資
料

非
公開

土木管理課

324

狭あい道路後退図(図面番号88-477､
98-309､92-350､06-46､99-530)座標
付

部分
公開

写し 建築課
特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

道路占用料算定に関する資料

46



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

3月1日
3月13日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

3月1日 スケールの分かる平面図

3月15日

3月1日 法人代表者の印影

3月6日

3月4日 個人の氏名

3月11日

3月5日
3月11日

3月5日 個人の氏名

3月6日

3月6日
3月13日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

3月6日
3月19日

3月6日 担当者の印影

3月19日

3月6日 個人の氏名

3月12日

3月6日

343

高田一丁目6番および12番地域の道
路位置指定がわかる図面 取下

げ
建築課

342

狭あい道路後退図(図面番号98-157､
06-375))座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

341

1.｢長崎六丁目アパート外壁･屋上そ
の他改修工事｣内訳書
2.｢長崎つつじ苑外壁･屋上その他改
修工事｣内訳書

部分
公開

写し 施設整備課
公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

生活衛生課

340

平成31年2月1日から平成31年2月28
日までに収受した新規開設の理容
所､美容所一覧(廃業を除く) ①施設
名称②施設所在地③施設電話番号④
開設者名⑤確認年月日⑥確認番号
(申請者が法人の場合は代表者氏名､
開設者住所､開設者電話番号)

公開 写し 生活衛生課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

339

平成31年2月1日から平成31年2月28
日までの食品衛生法に基づく新規許
可の飲食店営業許可申請処理簿 ①
業種②屋号③営業所所在地④営業所
電話番号⑤営業者氏名⑥初回許可年
月日⑦許可満了日⑧許可番号⑨許可
開始日､法人については⑩本社所在
地⑪代表者氏名⑫申請者電話番号

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

337

平成30年中学校教科書道徳に関する
採択資料

公開 写し 指導課

338

狭あい道路後退図(図面番号92-460)
座標付 部分

公開
写し 建築課

336

狭あい道路後退図(図面番号90-240､
11-493)座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

335

公有車の自動車保険(任意保険)の見
積もりに必要な車両情報を取得する
ために現在加入している保険証券
(明細書を含む) ①加入保険会社②
保険期間③現在の適用料率④車体番
号等

部分
公開

写し 総務課

公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

334

池袋駅前公園について規模の分かる
図面およびスケールの分かる平面図

部分
公開

写し 公園緑地課

区又は国等の事務又は事業に
関する情報で公にすることに
より事務の適正な執行に支障
を及ぼす情報であるため
（条例第7条第6号該当）

333

平成31年2月1日から平成31年2月28
日までの食品衛生法に基づく営業許
可申請処理簿 ①施設名②施設所在
地③施設電話番号④登録者氏名⑤初
回許可年月日(自動販売機､移動店
舗､臨時営業及び露店を除く)

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

47



受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

3月7日
3月11日

3月7日
3月20日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

3月11日 個人の氏名

3月13日

3月11日 不存在

3月25日

3月11日
3月19日

3月13日
4月11日

3月13日
3月19日

3月13日
3月25日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

3月14日
3月27日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
犯罪を招くおそれのあるため
（条例第7条第4号該当）

3月15日
3月25日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

354

平成31年2月1日から平成31年2月28
日までの営業の許可を受けた飲食店
施設の申請処理簿(自動販売機､移動
販売､臨時営業及び露店を除く) ①
屋号②営業所所在地③営業所電話番
号④営業者氏名⑤許可年月日⑥業種

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

353

建物名：○○○の事故報告書(事故
発生日:平成30年3月23日､平成31年1
月29日)

部分
公開

写し

①氏名、性別、年齢、被保険
者番号、要介護度、傷病部
位、治療した医療機関名、医
療機関所在地のうち特定の個
人が識別できる情報
②責任者の印影

介護保険課

352

食品衛生営業許可一覧(所在地 豊島
区南池袋一丁目20番11号)

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

生活衛生課

349

池袋スポーツセンターについての
1.提案書(現指定管理者公募時)
2.修繕履歴
3.事業報告書(収支含む､3か年程度)
4.図面関連(建築･設備･空調など)

部分
公開

写し
学習・

スポーツ課

350

確定図 東京市告示資料 豊島区千川
2丁目39-11(住居表示)長崎第二耕地
地区 公開 写し 土木管理課

347

環境衛生関係営業許可台帳
1.屋号:○○○ 営業者:○○○ 所在
地:豊島区池袋二丁目
2.屋号:○○○ 営業者:○○○ 所在
地:豊島区南長崎二丁目

非
公開

生活衛生課

348

直近の南長崎中央公園スポーツセン
ター指定管理者に係る公募要項およ
び業務要綱 公開 写し

学習・
スポーツ課

346

狭あい道路後退図(図面番号93-278)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

345

1.｢街路灯改修工事(その2) (平成29
年度)｣について施工体系図および下
請負者一覧表
2.｢街路灯改修工事(その3) (平成29
年度)｣について施工体系図および下
請負者一覧表
3.｢街路灯改修工事(その7) (平成29
年度)｣について施工体系図および下
請負者一覧表

部分
公開

閲覧

下請負者の代表者名および現
場責任者等の氏名など

公園緑地課

344

自動車臨時運行 許可番号失効につ
いて(告示番号:30豊島区告示第322
号) 公開 写し

区民活動
推進課
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

3月18日
3月29日

3月18日
3月29日

3月18日
3月28日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

3月18日 個人の氏名

3月20日

3月18日
3月22日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
犯罪を招くおそれのあるため
（条例第7条第4号該当）

3月18日 個人の氏名

3月22日

3月19日
4月2日

3月20日 再委託先名称・所在地

3月29日

3月20日
3月29日

特定の個人が識別されるため
（条例第7条第2号該当）
法人等の正当な利益を害する
と認められるため
（条例第7条第3号該当）
公にすることにより、犯罪の
発生を招くおそれのある情報
であるため
（条例第7条第4号該当）

税務課

番号法に基づく事務に関し再委託の
禁止に反して再委託が行われた事案
についての経過がわかるもの一切

部分
公開

写し

①個人の氏名
②再委託先名称・所在地
③代表取締役、取締役の印影

360

狭あい道路後退図(図面番号99-270､
99-126､98-141)座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

法人等に関する情報であっ
て、公にすることにより、法
人の権利、競争上の地位その
他正当な利益を害すると認め
られる情報であるため
（条例第7条第3号該当）

359

環境確保条例に基づき提出された土
壌汚染調査報告書(住所:豊島区西巣
鴨一丁目 種別:工場 名称:○○○
廃止日:平成15年1月28日 土壌汚染
調査報告書提出日:平成15年1月23日
業種:自動車整備業 台帳番号:○○
1-29)

部分
公開

写し

①個人の氏名、メールアドレ
ス
②法人代表者の印影

環境保全課

361

平成31年2月28日現在の柔道整復施
術所一覧
①施設名称②所在地③開設者氏名④
開設年月日

公開 写し 生活衛生課

番号法に基づく事務に関し再委託の
禁止に反して再委託が行われた事案
についての経過がわかるもの一切

部分
公開

写し 情報管理課

362

358

狭あい道路後退図(図面番号89-609)
座標付 部分

公開
写し 建築課

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

357

平成31年3月15日現在における飲食
店･喫茶店営業されている固定店舗
すべての一覧(ただし､季節営業､自
動車営業等の特殊営業は除く) ①営
業所所在地②屋号③営業所電話番号
④営業者氏名⑤業種⑧申請者氏名⑥
法人代表者氏名⑦申請者住所(法人
のみ)

部分
公開

写し

許可申請者が個人の場合、そ
の住所、電話番号

監査委員
事務局

355

職員給与に係る住民監査請求①第3
第2(1)の関係人に対する調査に関す
る調査結果(同職員が○○○弁護士
に訴訟委任した事実の有無､弁護士
報酬の支払事実の有無)が記載され
ている文書

非
公開

監査委員
事務局

356

職員給与に係る住民監査請求②第3
第2(1)の関係人に対する調査に関す
る調査結果(同職員が○○○弁護士
に訴訟委任した事実の有無､弁護士
報酬の支払事実の有無)が記載され
ている文書

非
公開

監査委員
事務局
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受付日 非公開部分

決定日 非公開理由
担当課№ 請  求  内  容

決定
内容

公開
方法

3月22日
3月29日

特定の個人が識別され、また
はされ得る情報であるため
（条例第7条第2号該当）

3月26日
4月9日

3月26日
4月9日

3月26日
4月9日

3月26日
4月9日

3月26日
4月9日

3月27日
4月10日

3月27日
4月10日

370

路外駐車場届出一覧

公開 写し 都市計画課

369

職員給与に係る住民監査請求①に引
用している東京地裁平成28年(ﾜ)第
10198号の判決書､補助金に係る住民
監査請求に引用している東京地裁平
成25年(ﾜ)第29832号及び平成27年
(ﾜ)第8903号の判決書｡

非
公開

監査委員
事務局

この条例は、法令等の規定に
より閲覧若しくは縦覧又は謄
本、抄本その他の写しの交付
の手続が定められている行政
情報については、適用しな
い。
（条例第17条第1項該当）

368

職員給与に係る住民監査請求⑦の関
係人に対する調査を実施した調査記
録書 非

公開
監査委員
事務局

区又は国等の事務又は事業に
関する情報で公にすることに
より事務の適正な執行に支障
を及ぼす情報であるため
（条例第7条第6号該当）

367

職員給与に係る住民監査請求⑥の関
係人に対する調査を実施した調査記
録書 非

公開
監査委員
事務局

区又は国等の事務又は事業に
関する情報で公にすることに
より事務の適正な執行に支障
を及ぼす情報であるため
（条例第7条第6号該当）

366

職員給与に係る住民監査請求⑤の関
係人に対する調査を実施した調査記
録書

非
公開

監査委員
事務局

区又は国等の事務又は事業に
関する情報で公にすることに
より事務の適正な執行に支障
を及ぼす情報であるため
（条例第7条第6号該当）

365

職員給与に係る住民監査請求④の関
係人に対する調査を実施した調査記
録書 非

公開
監査委員
事務局

区又は国等の事務又は事業に
関する情報で公にすることに
より事務の適正な執行に支障
を及ぼす情報であるため
（条例第7条第6号該当）

364

職員給与に係る住民監査請求③の関
係人に対する調査を実施した調査記
録書 非

公開
監査委員
事務局

区又は国等の事務又は事業に
関する情報で公にすることに
より事務の適正な執行に支障
を及ぼす情報であるため
（条例第7条第6号該当）

363

雑司ｹ谷みみずく公園内の消防水利
の標識にカバーが被さっている事情
がわかる文書一式(東京消防庁とや
りとりした文書等｡決裁文書等を含
む｡)

部分
公開

写し

下請業者の連絡先などの個人
情報及び印影

公園緑地課

50


	30-6
	30-7
	30-8
	30-9
	30-10
	30-11
	30-12



